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第１ はじめに 

２０２５年７月２３日、国際司法裁判所（ＩＣＪ）は、気候変動に関す

る国家の義務について勧告的意見（甲２６の１、２６の２。以下、単に

「勧告的意見」という）を公表した。本勧告的意見は、気候変動に関する

国際法上の義務について包括的な法的枠組みを初めて明示したものであ

り、本件訴訟の帰趨に直接関わる重大な意義を有する。 

ＩＣＪは、国際慣習法に基づき、国家は気候系への重大な損害を防止す

るため相当な注意（デューデリジェンス）をもって行動する義務を負うこ

と、パリ協定の主要な気温目標は１．５℃であること、国家の緩和措置義

務には民間事業者の活動を規制する義務が含まれること、そしてこれらの

義務は対世効的義務（erga omnes）であることを明確に判示した。とりわ

け重要なのは、義務違反の法的帰結として、損害の有無にかかわらず履行

義務と違法行為の停止義務が生じることを確認した点である。 

本書面においては、まず第２において、日本における気候変動による生

命・健康被害の実態について、病理学的知見及び疫学的知見に基づき主張

を補充する。２０２４年には熱中症による死者数が２０３３人に達し、熱

帯夜の急増に伴う健康被害も深刻化している。これらの被害は、今後も排

出削減が実現しなければ、さらに激甚化することが科学的に明らかであ

る。加えて、気候変動は、わずか５年前の予測に比べても、明らかに深刻

化が加速していることを述べる。 

次に第３において、ＩＣＪ勧告的意見が示した国家の義務の枠組みを詳

細に分析する。ＩＣＪは、気候変動による危害発生の蓋然性、予見可能

性、危害の重大性には疑いの余地がないことを前提に、国家に厳格な注意

義務を課した。この枠組みは、本件訴訟における被告らの義務の法的根拠

として決定的な意義を有する。 

第４においては、ＩＣＪ勧告的意見から導かれる被告ら民間事業者の義

務について論じる。人権保護義務の水平効果により、国家の義務は民法７
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０９条の注意義務の解釈を通じて被告らにも適用される。被告ら電力セク

ターの事業者には、ＩＰＣＣが示す削減経路に沿って、少なくとも２０１

９年比で２０３０年までに４８％以上、２０３５年までに６５％以上のＣ

Ｏ₂排出削減を実現すべき義務がある。 

第５においては、被告らの主張に対する反論を行う。民法７０９条に基

づく差止請求の可否、因果関係、政治領域論等について、ＩＣＪ勧告的意

見及び国内外の裁判例を踏まえ、被告らの主張がいずれも理由がないこと

を明らかにする。 

ＩＣＪ勧告的意見により、危険な気候変動から保護される権利が国際法

上の人権として確立され、その保護のために国家及び大規模排出者が負う

義務の内容と水準が明確になった。本書面は、この新たな国際法的発展を

踏まえ、被告らの排出削減義務の法的根拠と内容を一層明確にするもので

ある。 

 

第２ 日本における危険な気候変動による影響――生命、健康被害等 

１ はじめに 

原告らは、これまで、訴状及び第３準備書面等において、気候変動に伴

う異常気象や気温上昇による生命健康被害の実態について主張してきた。

その実態は極めて深刻であり、例えば、日本における６～９月の熱中症に

よる死亡者数・救急搬送者数の合計は、年々増加しているところ、２０２

４年には、熱中症による死者数が２０３３人に達している。熱中症のみな

らず、高温環境下での生活を余儀なくされることによって、既往症を重篤

化させたり、精神衛生を悪化させたりするなどのリスクも報告されるな

ど、高温による熱ストレスの影響は、人々に甚大な健康被害をもたらして

いる状況である。 
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本書面においては、まず、熱ストレスが人の生命健康に被害を生じさせ

る機序及びこれまでの疫学的・統計的調査から明らかになった気温上昇に

伴う健康リスクにかかる主張を補充する。 

 

２ 気温上昇による健康リスクの病理学的知見 

⑴ はじめに 

訴状２７～３０頁及び原告ら第３準備書面８～９頁において述べたよ

うに、高温による健康障害としては、熱中症が知られ、近年、国内外で

熱中症による死亡者数が増加している。更に、高温に伴う熱疲労などに

より、循環器・呼吸系の疾病を有する者や高齢者については循環不全に

よる死亡リスクがある。以下では、熱ストレスの生理学的影響について

の主張を補充する。 

⑵ 人体の熱調整機能と気温上昇による機能不全 

人間は体内において熱を産生し続けているため、これを体外に放散

し、一定の体温を保ち続けている。もっとも、人間が体内に蓄積する熱

は体内で産生される熱だけではなく、太陽からの短波放射や地表からの

長波放射など、環境から体内に流入する熱が存在する。 

このような対内外の熱収支は以下の図式で整理できる。 

Ｍ－（Ｃ＋Ｒ＋ｌＥ）＝Ｓ 
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図  人体の熱収支  

 

Ｓ＝０の状態が体温を一定に保つことのできる状態を意味し、Ｓ＜０

となると寒さを感じ、産熱を増大させる（Ｍの増大）。末梢血管の収縮

によって血流量を減少させ皮膚温を低下させる（ＣとＲの低下）ことに

よって、Ｓ＝０に近づかせることとなる。一方で、Ｓ＞０の場合には暑

さを感じるため、発汗量の増大（ｌＥの増加）、末梢血管の拡張による

血液量の増加に伴う皮膚温の上昇（ＣとＲの上昇）によって、Ｓ＝０に

Ｍ＝代謝熱 

Ｃ＝皮膚温と気温の差に応じ、風によって皮膚面から奪われていく

顕熱 

Ｒ＝放射（長波放射で人体から出て行く熱から、太陽からの短波放

射と地物からの長波放射で人体に流れ込んでいく熱を引いたも

の） 

ｌＥ＝蒸発散（潜熱輸送、 𝑙が水の蒸発潜熱・𝐸が蒸発量）で、湿度

に応じて、皮膚の濡れ面から風による蒸発で奪われていく潜熱 

Ｓ＝人体に蓄積される熱（人体熱負荷） 
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近づかせる。人体においては、このように、常にＳ＝０になるよう体温

調節機能が働いているのである。 

ここで、皮膚温と気温の差に応じて皮膚面から奪われていく顕熱（顕

熱輸送）は、下式によって表現されるところ、皮膚温度（Ｔｓ）よりも

気温（Ｔａ）が高い場合には負の値となるため、熱が奪われるのではな

く、空気から熱を受け取る状態となる。 

 

そのため、気温が上昇すると、皮膚温と気温の差が減少し、上記計算

式におけるＣが小さくなり、あるいは気温が皮膚温よりも高くなるた

め、Ｃが負となる。具体的には、気温が３６～３７℃という体温レベル

を超えると人体からの熱放散ができなくなり、代謝熱が顕熱輸送によっ

て発散されないため、体内の蓄積熱が増えていく結果、コア体温が上昇

し、熱中症に至るリスクが高まるのである。（以上につき甲Ｂ１２１、

甲Ｂ１２２） 

⑶ 熱疲労による循環不全 

また、暑さのために体温調節機能が作用すると、末梢血管の拡張や発

汗により有効循環血液量が減少し、循環不全の状態に陥る。これが熱疲

労の状態であり、循環器・呼吸器疾患に罹患している者は熱中症を発症

する前段階で循環不全により死亡するリスクを負っている。（甲Ｂ１２

３） 

⑷ 睡眠困難とこれに伴う健康被害 

睡眠は、体温が下がることによって生じ、体温が上がることで覚醒す

る。そこで、夜間の気温が高止まりすると周囲温度が睡眠に適さない状

況となり、睡眠サイクルの乱れが生ずる。そして、睡眠不足を含めた睡

眠の問題が慢性化することにより、肥満、高血圧、糖尿病、心疾患、脳

血管障害の発症リスクの上昇や症状の悪化が生じ、これに伴い、死亡率
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 死亡率 死亡者数 死亡率 死亡者数 

６５歳

未満 

１．８倍

（１．３倍） 

１．３倍

（０．９７

倍） 

１．８～６．９

倍（１．３～

２．４倍） 

０．９１～

３．７倍

（０．６４

～１．３

倍） 

６５歳

以上 

１．７倍

（１．２倍） 

２．５倍

（１．８倍） 

１．７～５．８

倍（１．２～

１．８倍） 

１．８～

６．６倍

（１．２～

２．１倍） 

 

イ 熱関連死の増加 

前記第１で述べたように気温上昇に伴う死亡リスクは熱中症による

死亡のみならず、熱中症に至らない熱疲労の状態からも発生すること

が想定される。このような熱中症を含む気温上昇（暑さ）に関連する

国内の死者数の合計（２０１５年から２０１９年）は３万３０００人

と算出され、これは同期間の熱中症による死亡者数（計約５０００

人）の約７倍である（甲Ｂ１２６－１、２）。 

そして、このような気温上昇に伴う熱関連の死亡率が高くなること

は統計的・疫学的にも明らかになっており、すべてのシナリオにおい

て、温帯地域、大陸性気候帯、乾燥気候帯において、２０００年代か

ら２０９０年代にかけて、温暖な季節における死亡率は増加すること

が予測されている。この傾向は、温室効果ガスの低い排出シナリオか

ら高い排出シナリオに移るにつれて強まっていき、気温上昇に伴い、

熱関連死が多くなることを示している（甲Ｂ１２７）。特に、人口が
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集中する都市部においてはヒートアイランド現象 1の影響が相まって、

平均的な気温上昇に加えて、２℃程度の気温上昇が重なり、これによ

って、都市部に住む人口の熱曝露を強め、熱関連死亡率を高めること

になる。具体的には、過去１０年間の都市部における暑熱関連の超過

死亡率の３０％がヒートアイランド現象に影響を受けており、ヒート

アイランド現象による気温上昇が高まるほどその影響が増加すること

が明らかになっている（甲Ｂ１２８の１、同１２８の２）。 

更に、訴状５３～５４頁で述べたように地球温暖化に伴い、海水温

の上昇が発生し、大気中の水蒸気量が増加するところ、温暖湿潤気候

に属し、太平洋高気圧等の影響で湿度の高い日本などでは、湿度の影

響も相まって死亡リスクが高まることが明らかとなっている（甲Ｂ１

２９）。 

ウ 熱帯夜の危険性 

（ア）日本における熱帯夜の増加の状況 

原告らの居住する地域である札幌、秋田、福島、東京、名古屋、

大阪、京都、広島、福岡における熱帯夜の増加の状況は別紙のとお

りである（甲Ｂ１３０－１～３）。このうち、愛知県については以

下に示すとおり、特に１９８０年代から急速に増加してきたが、直

近の２０２３年ないし２０２５年は４９日、５６日、７３日と急速

な増加を示している。このような傾向は全国的に確認されており、

札幌から福岡に至る各地の熱帯夜の年間日数は特に１９５０年頃以

降右肩上がりに増加してきたが、直近の２０２０年前後以降に至り

各地とも急速に熱帯夜の日数が増加傾向にあることは特筆すべき現

象である。 

 
1 アスファルトやコンクリート等による人工被覆域が多い都市部においては、日射による熱の蓄積が多

く、暖まりにくく冷えにくい性質があることから、日中に蓄積した熱を夜間になっても保持し、大気へ放

出することになるため、夜間の気温の低下を妨げることになる。これに加え、人口排熱の影響が相まっ

て、都市部の気温が周囲よりも高くなることをいう。  
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図 名古屋市の年間熱帯夜日数の変化（甲Ｂ１３０－１） 

 

（イ）熱帯夜の増加と死亡リスクの増加は強く関連していること 

２０２２年８月に発表された「ランセット」誌掲載の論文で、将来

の気候変動シナリオにおける夜間の温暖化が死亡率に与える影響に関

する研究が発表された（甲Ｂ１３１の１、同１３１の２）。「ランセ

ット」誌は、査読付きの総合医学雑誌であり、世界で最も影響力のあ

る学術雑誌の一つである。 

この研究では、日本、韓国、中国の３か国２８都市で、１９８１年

から２０１０年までの９，１８５，５９８件の死亡データをもとにし

て、夜間の温暖化と死亡率との関連性が調査された。調査研究の結

果、高温夜には顕著な地域差が生じるものの、全体として、熱帯夜は

死亡リスクの顕著な上昇と関連しており、熱帯夜における相対的死亡

リスクはそうでない夜と比較して５０％高くなる可能性があることが

示された。 

（ウ）日本における熱帯夜による死亡リスク 
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また、２０２３年５月には、日本における熱帯夜の死亡リスクにつ

いての研究が発表された（甲Ｂ１３２－１、２）。これは、日本全国

４７都道府県を対象に、４３年間（１９７３～２０１５年）にわたる

全国規模の評価を行い、熱帯夜の死因別・地域別の死亡率に及ぼす影

響を推定した調査研究である。 

熱帯夜の観測日数は年々増加しているところ、上記４３年間の全国

評価において、熱帯夜においては、全国的には全死亡率が 9%〜10%増

加し、11 件の死因特異的死亡（国際疾病分類(ICD)コードに従い、死

亡は心血管疾患(CVD)、虚血性心疾患(IHD)、脳血管疾患(CBVD)、脳出

血(CH)、脳梗塞(CIN)、呼吸器疾患(RD)、肺炎、慢性閉塞性肺疾患

(COPD)、喘息、腎疾患、高齢の 11 の特定原因で分類）はすべて熱帯

夜と強く関連していることが明らかにされた。 

さらに、熱帯夜による全死因死亡リスクは、年齢層を３つに分けた

中で、高齢者（６５歳以上）において最も長い遅延日数を示したが、

１５歳未満の層ではではより高く、より即時的な影響も認められた。 

地域別では、東京や大阪などの人口密集県では、周辺地域に比べて

高温夜とリスクがそれぞれより多く、より高かったことが注目され、

これは前述したヒートアイランド現象の影響が寄与しているものと考

えられる。 

（エ）熱帯夜による睡眠障害の被害は熱中症による死亡ロスにも匹敵する

こと 

前記第２、４で述べたように睡眠障害に伴う健康被害は多岐にわた

る。その一方で、睡眠障害は直接死因にならないことから、高温に伴

う睡眠障害によってどれだけ死亡リスクが高まるかについては定量化

されてこなかった。このような中で、東京大学大学院等の研究グルー

プが協働し、１か月の睡眠の質を評価する自記式質問票であるピッツ

バーグ睡眠質問票（PSQI）をもとに、前日の睡眠の質を評価する自記
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式質問票である毎日の睡眠の質のための睡眠質問票の改訂版

（SQIDS2）が開発され、これらを用いた睡眠の質の計測が、２０１１

年と２０１２年の夏に、名古屋市民５５０名以上を対象に実施され

た。 

その結果、日最低気温が２５℃を超えると、暑さによる睡眠障害が

増加（名古屋市では暑さによらず３割強の人が睡眠障害に罹っている

が、気温上昇により睡眠障害にかかっている人の割合が４割に増加）

することが明らかとなった。そして、かかる健康被害を定量化するた

めに上記研究チームは死亡ロスと健康ロスを一つの指標で扱える障害

調整生存年（DALY）を用い、その結果、名古屋市の５年間にわたる睡

眠障害による被害は名古屋市で発生している熱中症の被害とほぼ同じ

であり、DALY を用いると毎年約１００年～２００年の被害（早死にす

ることによって失われた年数＋障害を有することによって失われた年

数の和）が出ていることが判明した。（以上につき甲Ｂ１３３） 

 

⑵ 死亡に至らない健康リスク 

ア 気温上昇による感染症リスク 

気温上昇は、熱ストレス、熱疲労に伴う健康被害のみならず、一定

の感染症の増加リスクをもたらす。例えば、海水温の上昇により、夏

に魚介類に付着している腸炎ビブリオ菌数が日本各地で増えているこ

とが確認されているほか、気温上昇により食品の加工や調理過程で食

品の細菌が増殖することに伴い食中毒が発生することが予測されてい

る。また、デング熱などを媒介するヒトスジシマカの生息域が北上す

るなど蚊を媒介する感染症の増加リスクも懸念されている（甲Ｂ１３

４）。そして、このような予測は、２００７年の時点で環境省から既

に報告されていたものである（甲Ｂ１３５）。 
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更に、近年の研究では、ヘルパンギーナ、手足口病、咽頭結膜炎、

腸管出血性大腸炎感染症などの感染症との関係でも、気温上昇と感染

症罹患について正の相関関係が存することが認められている（甲Ｂ１

３６）。 

イ 気温上昇による疾患のリスク 

気温上昇に伴う食品や動物を媒介とした感染症リスクに加え、気温

上昇が特定の疾患の罹患に及ぼす影響についても研究が進められてい

る。高温が特定の疾患の罹患に寄与する機序については明らかにされ

ていないものの、平均気温が高いほど１５歳未満の子どもにおける川

崎病の入院リスクが高まるとの研究結果（甲Ｂ１３７の１、同１３７

の２）、日平均気温が高いほどアナフィラキシー（アレルギー）によ

る入院リスク（甲Ｂ１３８－１、２）や小児の腸重積症による入院リ

スクが高まるとの研究結果（甲Ｂ１３９－１、２）などが明らかにな

っている。 

ウ 地球温暖化に対する不安、気候変動による精神障害 

（ア）気候変動の激甚化への不安 

地球温暖化による地球環境の危機的状況に対して引き起こされ

る、個人や社会全体の心理的な不安や恐れを抱く人が増加してい

る。 

気候不安については、２０２１年に英国バース大学の研究者が主

導し、英国、米国など１０か国の児童・若者１０，０００名（各国

１，０００名）を対象に実施された調査（甲Ｂ１４０）が存する。

同調査によれば、回答者の５０％以上が、気候変動に対し、悲し

み、不安、怒り、無力感、無力さ、罪悪感という感情を報告し、回

答者の４５％以上が、気候変動に対する感情が日常生活や機能に悪

影響を及ぼしていると述べ、多くの回答者が気候変動に関する否定
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的な思考を多く抱えていると報告した（例：７５％が「未来は恐ろ

しいと思う」、８３％が「人類は地球を守れなかったと思う」）。 

同調査は日本人を対象としていないが、日本では、電通総研が同

じ質問に加え、独自の設問をさらに追加し、日本在住の１６歳～６

５歳、５０００人を対象に調査を実施している（甲Ｂ８４）。訴状

で述べた通り、同調査によると、日本において気候変動によって不

安を感じる人は全体の７２．６％にも及ぶとされている（甲Ｂ８

４）。 

同調査の他にも、大規模なアンケート調査は複数存在し、例えば

世界３０以上の国と地域のＦａｃｅｂｏｏｋユーザーを対象に、気

候変動に関する一般の知識、態度、政策の選好、行動を調査したも

の（甲Ｂ１４１）では、調査対象となったすべての国と地域で、回

答者の過半数が気候変動について「非常に」または「やや」懸念し

ていると回答し、メキシコ（９４％）、コスタリカ（９２％）、コロ

ンビア（９１％）、そして、日本（９０％）において、１０人中９

人以上が懸念を示した（甲Ｂ１４１、2.1．）などの調査結果が示さ

れている（甲Ｂ１４１）。 

また、訴状で述べた通り全世界の２４万３，５１２人を対象にし

たユニセフ（国連児童基金）の調査「Ｕ－Ｒｅｐｏｒｔ（ユー・レ

ポート）」によると、世界全体では、若者の５人に２人が、気候変

動の影響により、家族を持ちたいという思いを考え直すようになっ

たと回答している。 

こういった懸念はアフリカで最も高く、子どもを持つことを考え

直すと答えた若者の割合は、中東・北アフリカ地域（４４％）およ

びサハラ以南のアフリカ地域（４３％）で最も多く見受けられた。

両地域の若者は、様々な気候ショックを経験したと答え、世界の他

の地域の若者よりも、これらのショックが食料や水へのアクセス、
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家族の収入に影響を与えたと述べる人が多くいたとされている（甲

Ｂ８５）。 

（イ）メンタルヘルスへの影響 

気候変動とメンタルヘルスの関連性に関しては、特に近年、海外

において多数の論文が発表されている。 

このうち、「The relationship between climate change and 

mental health: a systematic review of the association 

between eco‑anxiety,psychological distress, and symptoms of 

major affective disorders」(気候変動とメンタルヘルスの関係：

エコ不安、心理的苦痛、および主要感情障害の症状との関連性に関

する系統的レビュー)(甲Ｂ１４２)は、これらの多数の論文を系統

的にレビューするものである。 

同論文は EBSCO、ProQuest、Web of Science データベースを２０

２４年２月分まで検索し、成人対象でエコ不安（曝露、すなわち気

候変動に関連する恐怖、心配、不安）と、検証済み尺度で評価され

た心理的苦痛の症状および主要情動障害（アウトカム）を定量化し

た研究を抽出したものである。 

同レビューでは、英語文献で、査読付き論文に限定して検討がさ

れている。同レビューにおいては初期検索では４３６８件の論文が

抽出され、重複を除去後２８６５件が残り、タイトルと抄録のスク

リーニング後、全文レビュー対象として８３件が残り、このうち３

４件が採用されたとされている。 

このような大規模かつ系統的なレビューを行った結論として、同

論文は「一貫して、エコ不安は心理的苦痛、抑うつ症状、不安症

状、ストレス症状といった精神健康アウトカムと小～大の正の相関

を示した。」とされている(甲Ｂ１４２・１頁)。 

（ウ）日本における研究 
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こうした気候変動とメンタルヘルスの関係については日本におけ

る研究においても統計学的に実証されている。南山大学経済学部経

済学科教授の宮崎浩伸教授は、最高気温の上昇や気候変動による自

然災害による被害が、人々のメンタルヘルスにどのような影響を及

ぼすのかを統計学的に検証した結果、うつ病患者率については、最

高気温が有意に影響を及ぼしていることが確認され、特に女性につ

いては、気温上昇によってうつ病罹患率が高くなるとの結果が得ら

れた。（以上につき、甲Ｂ１４３） 

 

４ 日本における気候変動は、予測に比べ現実がより悪化していること 

以上のような被害をもたらす気候変動は、世界においてのみならず日本

においても、わずか数年前の予測と比較して、事態は刻々と悪化してい

る。  

環境省が、２０２０年１２月に作成した『気候変動影響評価報告書 総

説』（甲Ｂ１４６）では、当時、２０世紀末（１９８０～１９９９年平

均）と比べ、２１世紀末（２０７６～２０９５年平均）には、東日本から

西日本における、猛暑日、熱帯夜の各年間日数について、１．５℃目標と

整合するＲＣＰ２．６シナリオ（温室効果ガス濃度がピークを迎えた後減

少する「低位安定化シナリオ」）では、猛暑日の増加が年間５日未満、熱

帯夜の増加が年間１０～２０日程度と予想されていた。また、ＲＣＰ８．

５シナリオ（温室効果ガス濃度の上昇が続く「高位参照シナリオ」）であ

っても、東日本から西日本において、猛暑日の増加が年間２０～３０日程

度、熱帯夜の増加が年間４０～６０日程度と予想されていた。  

ところが、原告ら第３準備書面等において既に主張したように、現実に

は、２１世紀末どころか２０２５年の現時点で、東日本や西日本の原告ら
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が住む各地において、猛暑日数も熱帯夜の数も、低位安定シナリオを超

え、高位参照シナリオに迫ろうとしている。  

 

 

図 年間猛暑日数の２０２０年時点の予測と２０２５年の観測結果 
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図 年間熱帯夜数の２０２０年時点の予測と２０２５年の観測結果 

 

『気候変動影響評価報告書』において、下図のとおり、暑熱による影響

は、２０１５年、２０２０年時点の予測としても、重大性が「特に重大な

影響が認められる」かつ緊急性、確信度が「高い」とされていた。また、

「脆弱性が高い集団への影響（高齢者・小児・基礎疾患有病者等）」は、

２０１５年から２０２０年にかけて重大性として「特に重大な影響が認め

られる」との評価が追加され、また、確信度も「低い」から「中程度」に

引き上げられていた。  

また、自然災害についても、すべての項目の重大性が２０１５年時点で

「特に大きい」となっていたが、２０２０年には、さらに内水の災害の確

信度が「中程度」から「高い」に、強風の緊急性が「中程度」から「高

い」に引き上げられていた。  

加えて、「都市インフラ、ライフライン等」や「文化・歴史などを感じ

る暮らし」に対する気候変動の影響は、確信度が２０１５年から２０２０

年にかけて高められた。  

このように、いずれの影響も、時間が経過するにつれて、重大性、緊急

性、確信度が引き下げられることはほとんどなく、いずれも高められてい

る。  
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引用：環境省『気候変動影響評価報告書 総説』（甲Ｂ１４６・４４頁）  

 

しかし、現実には、２０２０年時点のこの予測ですら甘すぎたのであ

り、２０２５年時点においては、気候変動は、２０２０年当時の厳しい予

測よりもさらに深刻化している。  

このように、気候変動による危害発生の蓋然性、予見可能性、危害の程

度・重大性には疑いの余地がなく、現実には刻々と悪化が進んでいる。  
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５ 小括 

本書面では、気温上昇に伴う生命健康への影響について、医学的知見及

び疫学的知見を整理した。そして、このうち気温上昇に伴う熱中症や熱疲

労による健康被害・死亡リスクにかかる医学的知見については、遅くとも

２０００年代には明らかにされており、その後の気温上昇に伴って、熱中

症等による死亡リスクが高まることが懸念され、その対策等の研究がなさ

れていた。 

しかしながら、これまでに主張してきたように温室効果ガスの大量排出

は続き、気温上昇は止まらず、その結果、熱中症による死亡や熱関連死の

数は増加していったものである。現時点でもその被害は甚大であるが、今

後も被告らをはじめとする温室効果ガスの大量排出事業者による温室効果

ガスの排出削減が実現されないとすれば、その影響は更に深刻化し、様々

な形で気候変動・気温上昇に伴う被害が顕在化・深刻化することが確実で

ある。 

その上、深刻化のスピードは増しており、わずか５年前の２０２０年時

点で、２１世紀末に起こると考えられた極端現象が、すでに２０２５年ま

でに生じている。 

我が国を代表する発電事業者である被告らは、温対法の施行（１９９８

年）及び同法に基づく温室効果ガスの排出量の算定報告制度等を通じ、当

然に自社及び他社の温室効果ガスの排出量を認識し、累積的な温室効果ガ

スの排出によって、気温上昇が加速することを認識しうべき立場にあっ

た。そうである以上、上記健康被害の発生・深刻化等について、早期に、

率先して取り組むべき地位にあったことは明らかであるが、１．５℃の気

温上昇が目前に迫ったいまも被告らを含めた温室効果ガスの大量排出事業

者らによって、国内外で大量の温室効果ガスの排出が続いている。 
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原告ら第３準備書面の繰り返しとなるが、いま具体的かつ実効性をもっ

た温室効果ガスの排出削減に取り組まなければ原告らの生命健康等が侵害

されることは回避できない状態にあることをあらためて強く主張する。 
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図 各都市における熱帯夜の増加の状況 

（札幌市 2） 

 

（秋田市 3） 

 

  

 
2 気象庁「大都市における熱帯夜日数の長期変化傾向」（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr/himr_tminGE

25.html） 
3 https://www.data.jma.go.jp/sendai/knowledge/climate/region/tohoku/observation.html  
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（福島市 4） 

 

（広島市 5） 

 

  

 
4 同前注  
5 https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr/himr_tminGE25.html  
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（福岡市） 

 

（東京） 
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（京都） 

 

（大阪） 
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第３ ＩＣＪ勧告的意見が示した重大な危害の発生防止義務の枠組み 

１ オランダ最高裁判決による危険な気候変動の影響を防止する国家の義務 

いわゆるアジェンダ事件に関する２０１９年１２月２０日のオランダ最

高裁判決（甲Ａ８）は、２０１５年６月のハーグ地裁判決を基本的に是認

したものであるが、今回のＩＣＪ勧告的意見につながるもので、これまで

の世界の気候変動に関する人々の生命健康に対する権利と家庭生活におけ

る権利への影響の観点から気候系 6を保護すべき国家の義務について司法

判断の基礎となる重要な先例となってきた。同判決は、気候変動が以下の

ように生態系へ影響し、また、人の生命・健康を危険にさらし、人命の損

失等をもたらすこと、また、世界平均気温の１℃から２℃の気温上昇で

も、ティッピング・ポイント（臨界点）を超えて変化が急速に起こりうる

ことを指摘して、それは「差し迫った危険」であり、この差し迫った危険

に対して国の適切な措置を講じる義務を認め、その義務は危険の現実化を

防止する義務であるとした。人類共通の問題である気候変動に関する判断

であり、本件においても判断の基礎となるものであるため、その内容を確

認する。 

「４．２ ＣＯ₂が排出される化石燃料の燃焼にもよる温室効果ガスの排

出は、大気中のこれらの温室効果ガスの濃度を高める。その結果、地球は

温暖化する。このような温暖化は様々な有害な帰結をもたらす。地域的

に、極端な暑さ、極端な干ばつ、極端な降水量その他の極端な気象現象を

もたらす。温暖化はまた、氷河や極地近辺の氷冠を溶解させ、海面水位の

上昇をもたらす。これらはすでに、ある部分はまさに現在、生じている。

このような温暖化は気候変動をももたらし、その結果、地球や地球のある

地域の気候を突然、包括的に変える（いわゆるティッピング・ポイン

 
6 「気候系」（climate system）とは、「大気圏、水圏、雪氷圏、岩石圏、生物圏の５つの主要な

構成要素とそれらの相互作用からなる地球システム」を指し（ＩＰＣＣ第６次評価報告書第１作

業部会用語集１２２頁）、「気候」よりも広い概念である。 
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ト）。このことは、とりわけ、例えば食料供給を危うくし生態系に広範囲

にわたる被害、生活領域や生息環境の損失、健康を危険にさらし、人命の

損失などをもたらす。」（甲Ａ８・２０頁） 

「４．６ 温室効果ガス削減の必要性はますます緊急性を増している。あ

らゆる温室効果ガス排出が大気中の当該ガスの濃度を上昇させ、４５０ｐ

ｐｍおよび４３０ｐｐｍという決定的な濃度に至ることに寄与する。残さ

れた排出許容量（２．１（７）で述べた「カーボン・バジェット」）は限

られているため、いかなる削減の遅延も、限度内に排出量をとどめるため

に、将来、より厳しい排出削減が求められる。 

ＵＮＥＰは毎年の年次報告書で、各国提出の排出削減目標－各国が目標

を達成する前提に立って－と求められる排出量との差異について言及して

いる（２．１（２２）で述べた「排出ギャップ」）。２０１７年のＵＮＥＰ

年次報告書は、パリ協定に照らして、温室効果ガスの排出削減はこれまで

以上に一層緊急性が増していると述べている。」（甲Ａ８・２１頁。下線部

は原告ら代理人。以下同じ） 

「４．７ 控訴審裁判所は、判決理由第４５項（ｒｏｖ．４５）で、上述

の事実に照らし、「現代世代の住民が生命を失いまたは家庭生活に混乱が

もたらされる深刻なリスクに至る危険な気候変動の現実の脅威が存在す

る」という十分に理解できる結論に導いた。控訴審はまた（ｒｏｖ．３７

で）、『地球上の温室効果ガス排出が適切に削減されなければ、オランダ国

民の現代世代、とりわけ若者（若者だけに限らないが）は、その一生のう

ちに気候変動の悪影響を受けうることは明らか』とも判示した。」（甲Ａ

８・２１頁） 

「５．２．２ ＥＣＨＲ第２条は生命に対する権利を保護する。確立した

ＥＣｔＨＲの判例によれば、この条項は自国の管轄下にある人の生命を保

護するために適切な措置を積極的にとるべき締約国の義務を定めたもので

ある。判例によれば、この義務は、政府自身あるいは他の主体によるかを
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問わず、とりわけ問題の状況が危険な産業活動及び自然災害を含む状況に

も適用される。ＥＣｔＨＲには、自然や環境災害に関連した国の行為や怠

慢に関しても、ＥＣＨＲ第２条に違反するとしたいくつもの判例がある。

人々への『現実で切迫した危険』が存在し、問題の国がこれを認識してい

るときに、適切な措置を講じる義務が生じる。この文脈においては、『現

実で切迫した危険』とは、真正で切迫した危険という意味である。『切

迫』とは、その危険が実現されるまでの期間が短期間でなければならない

という意味での即時性をいうのではなく、むしろ、問題の危険がそれに巻

き込まれる人々を直接脅かすという意味である。ＥＣＨＲ第２条による保

護は、長期間をかけることによって現実化する危険をも射程に含むもので

ある。」（甲Ａ８・２２頁） 

「５．２．３ ＥＣＨＲ第８条は私生活および家族生活の尊重を受ける権

利を保護する条項である。この条項は環境に関する問題にも適用される。

ＥＣＨＲは一般的な生活環境の保護の権利を含んでいないが、ＥＣｔＨＲ

の確立した判例によれば、環境の危難の現実化によって人の生活が直接の

影響を受け、かつそれが十分に深刻なものであれば、その人の健康が危険

な状態になくともＥＣＨＲ第８条の保護は導かれる。判例によれば、環境

問題が生じたとき、ＥＣＨＲ第８条は、彼らの環境に生じ得る深刻な被害

から人々を保護するために合理的で適切な措置を講じる積極的な義務を包

含している。ＥＣｔＨＲは、環境への被害についてのいくつかの事案で、

同条違反を認めている。このような措置を講じる義務は、個人の幸福な生

活に影響し得るもので、彼らの個人生活や家庭生活に悪影響を及ぼすよう

な態様で、楽しい家庭生活を妨げるおそれのある深刻な環境汚染のリスク

がある時に認められる。このリスクは短時間に生じる必要はない。」（甲Ａ

８・２２頁） 

「５．３．２ ＥＣＨＲ第２条および第８条による義務は、当該危険が具

現化するか否かが不確実であっても、当該危険に対応する予防的措置を講
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じる国の義務を含む。このことは予防原則に整合するものである。５．

２．２および５．２．３で述べた『現実で切迫したリスク』の存在が明ら

かであれば各国は、『評価の余地なく』、適切な措置をとる義務を負う。各

国は、実際に合理的で適切な措置であれば、とるべき方策の選択は自由裁

量に委ねられる。 

ＥＣＨＲ第２条および第８条に基づき、差し迫った危険対して適切な措

置を講じる義務は、いわゆる緩和策（危険の現実化を防ぐための措置）及

び適応策（現実化した危険の影響を減殺又は和らげる措置）を含む。ＥＣ

ｔＨＲの判例によれば、適切な措置とは、当該事案の状況による。」（甲Ａ

８・２３頁） 

 

２ 国際司法裁判所（ＩＣＪ）の勧告的意見の背景 

⑴   １．５℃目標の重要性と気温上昇が１．５℃に迫る現実 

上記アジェンダ事件についてのハーグ地裁判決から１０年目の２０２

５年７月２３日に公表された国際司法裁判所（ＩＣＪ）の勧告的意見

（甲Ａ２６の１、同２６の２）に至るその後の背景として、気候変動に

関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）による産業革命以降の二酸化炭素の累

積総排出量と地球の平均気温の上昇が比例関係にあるとの報告を踏まえ

て、２０１５年、世界の平均気温の上昇を、２℃を十分下回り、１．

５℃に抑える努力を追求することを目的とするパリ協定（甲Ａ２）が採

択され、また、その後の２０２１年１１月、第２６回国連気候変動枠組

条約（甲Ａ１）締約国会議（ＣＯＰ２６）で、１．５℃に抑えることを

追求するとするグラスゴー気候合意（甲Ａ３）が採択された。これは、

地球規模で気候変動の影響が深刻化しており、人間活動が当時既に約

１．１℃の温暖化を引き起こしていること、及び影響が既にすべての地

域で感じられていることに警告と最大限の懸念を表明し、気候変動の影
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響は１．５℃の気温上昇の方が２℃の気温上昇に比べてはるかに小さい

ことを明らかにした２０１８年のＩＰＣＣ１．５℃特別報告書（甲Ａ３

の１、３の２）を受けたものである。さらに、２０２３年にパリ協定第

１４条２項に基づく第１回グローバルストックテイクにおける決定（甲

Ａ１３の１、１３の２）において、１．５℃目標の実現には２０３０年

までに温室効果ガスの排出を世界全体で２０１９年比４３％、２０３５

年に６０％、２０４０年に６９％削減、２０５０年頃までにＣＯ₂正味排

出ゼロを実現する必要があるとのＩＰＣＣ第６次評価報告書統合報告書

（Synthesis Report for the Sixth Assessment Report、以下「ＡＲ６ＳＹＲ」

という。）（甲Ｂ６）の指摘が明記された。しかしながら、現在の各国の

削減目標を足し合わせても、２．８℃の気温上昇が見込まれ（甲Ｂ１４

４、Ｂ１４４の２・国連環境計画「Emissions Gap Report 2025」）7、世界

平均気温は既に１．１℃上昇しており、２０２５年から２０２９年まで

の５年間において、１８５０年から１９００年の平均気温を１．５℃上

回る可能性が高いとの分析がある（甲Ｂ１４５、Ｂ１４５の２・世界気

象機関「WMO Global Annual to Decadal Climate Update 2025-2029」）8。  

⑵   国連総会によるＩＣＪに対する勧告的意見の提出要請 

このような中で、既に取り返しのつかない影響を受けている国や人々

が存在する。その一国であるバヌアツなど１３２カ国の支持を受け、国

連総会は総意をもって、２０２３年３月２９日、ＩＣＪに対し、（ａ）

国家は、国家及び現在・将来世代のために人為的な温室効果ガスの排出

から気候系及び環境のその他の部分の保護を確かなものとするため、ど

のような国際法上の義務を負うか、（ｂ）国家が作為・不作為により気

候系及び環境のその他の部分重大な損害を生じさせた場合、以下の点に

 
7 国際連合環境計画（UNEP）「Emissions Gap Report 2025」 

https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2025 
8 世界気象機関（WMO）「WMO Global Annual to Decadal Climate Update 2025-2029」  

https://wmo.int/sites/default/files/2025-05/WMO_GADCU_2025-2029_Final.pdf 
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関して当該国家に生じる法的帰結はどのようなものか。(i)地理的な状況

及び開発の水準に照らし、気候変動の悪影響により被害を受け、若しく

は特別に影響を受け、又は脆弱な国家、特に小島嶼開発途上国  (ii) 気候

変動の悪影響により影響を受ける現在及び将来の世代の人民及び個人」

について勧告的意見の提出を要請する決議を採択し、公表した（甲Ａ３

０）。この経緯は、国立環境研究所社会システム領域主幹研究員の久保

田泉氏による「法の支配に基づく新たな気候変対策時代の幕開け―国際

司法裁判所の勧告的意見を読み解く」（甲Ａ３１）に詳しい。  

 

３ 勧告的意見が示した国家の義務の内容  

⑴ 国際慣習法に基づく重大な危害の発生防止義務とその義務は気候系に

も適用されること  

ＩＣＪは本勧告的意見で、気候関連条約及び人権条約等に基づく国家

の義務に加え、「 『気候系およびその他の環境を人為的な温室効果ガスの

排出から保護する』との文脈における国際慣習法上の防止義務の要素」

を具体的に特定した。すなわち、国家は国際慣習法に基づき「気候変動

の文脈における環境への重大な損害の防止義務」を有し（甲Ａ２６・パ

ラグラフ２７３、以下、特記のない限りＩＣＪ勧告的意見のパラグラフ

番号を示す）、その義務は「相当な注意（due diligence）をもって行動す

る義務」である（１３５）と明示している。  

⑵ 上記国家の環境への重大な損害の防止義務に人為的な温室効果ガスの

排出から気候系を保護する義務が含まれること 

ＩＣＪは、「防止義務が生じるためには、環境に重大な損害が生じる

リスクが存在しなければならない」が、国家は、「まだ損害は生じてい

ないが将来重大な損害が発生するおそれがある場合、または既に何らか
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の損害が発生しており、さらに重大な損害が発生するおそれがある場

合、重大な損害を防止する義務を負う」（２７４）としている。地球温

暖化による気候変動がもたらす影響は、まさに「既に何らかの損害が発

生しており、さらに重大な損害が発生する」という後者の段階にあるこ

とが科学によって高い確度で明らかにされているものであり、国家の防

止義務の必要性もそこにあることはいうまでもない。  

特に重要な点はＩＣＪの勧告的意見は、質問（ａ）について、気候変

動の深刻かつ広範囲に及ぶ影響は緊急的かつ継続的な脅威であり、「環

境は人間生活の基盤であり、現在および将来の世代の健康と幸福はこれ

にかかって」おり、従って「環境の保護は…人権の享受の前提条件であ

ると考える」とし（３７３）、「海面上昇、干ばつ、砂漠化、自然災害な

どの事象を通じて個人の健康や生活に与える影響を含む気候変動の悪影

響は、特定の人権の享有を著しく損なう可能性があると考える」（３７

６）とし、気候系及びその他の環境の保護なしには人権の完全な享受を

確保できないことを示した（３７２～３８６）。  

更に、「清浄で健康的かつ持続可能な環境に対する権利」について、

いくつかの地域の人権条約がこの権利を認めていること（３９０）、国

連総会で２０２２年７月２８日の決議において、「清浄で健康的かつ持

続可能な環境に対する権利を人権として認める」と明記するなどしたこ

と（３９２）を指摘した上で、「当裁判所は、清浄で健康的かつ持続可

能な環境は、生命への権利、健康への権利、水・食料・住居へのアクセ

スを含む適切な生活水準への権利など、多くの基本的人権を享受するた

めの前提条件であるとの見解である。清浄で健康的で持続可能な環境を

享受する権利は、人権と環境保護との相互依存関係から生じる。したが

って、人権条約の締約国がこれらの権利の効果的な享受を保障する義務

を負っている限り、清浄で健康的で持続可能な環境に対する権利を人権

として保障することなくして、これらの義務を果たすことは困難である
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と考える。清浄で健康的かつ持続可能な環境に対する人権は、他の人権

の享有に内在するものである。よって、当裁判所は、国際法上、清浄で

健康的で持続可能な環境に対する人権は、他の人権の享受に不可欠であ

ると結論づける。」と判示した（３９３）。  

そして、国際慣習法に基づく「環境に対する重大な損害を防止する義

務は、環境の不可欠かつ極めて重要な一部を構成し、現在および将来の

世代のために保護されなければならない気候系にも適用される」と述

べ、「この義務の主な要素は、（ａ）防止すべき環境への危害および

（ｂ）求められる行動基準としての相当の注意（デューデリジェンス）

である」ことを明らかにした（２７３）。  

⑶ 気候変動に係る重大な危害を防止する国家の法的義務は緩和（排出削

減）、適応、協力の義務であり、なかでも緩和がその中核であること 

気候変動に係る重大な危害を防止する国家の法的義務は緩和（排出削

減）、適応、協力の義務であり、なかでも緩和がその中核であるとし、

緩和義務の内容について、ＩＣＪは、パリ協定の主要な気温目標はＣＯ

Ｐ２６で合意された１．５℃であり（２２４）、締約国は累積的な排出

量への歴史的寄与度などをもとに、１．５℃目標の達成に十分貢献でき

るＮＤＣ（Nationally Determined Contribution。国別貢献目標）を策定

し、更新する法的義務を負うこと、その目標達成のために、国家の管轄

または管理下にある公的及び民間事業者の活動の規制を含む国内緩和措

置義務があることを確認し（２５２、４０３）、これらの義務の基準は

厳しいものであることも確認した。  

⑷ 各国の義務はすべての当事者の義務（erga omnes partes）であること  

これらの各国の義務はすべての当事者（erga omnes partes）の義務であ

ること（４４０）を確認した。この点は本件訴訟において特に重要であ

る。  
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４ 義務の水準 

⑴ 危害発生の蓋然性が高く、危害が深刻なほど行動基準が厳しくなるこ

と 

さらにＩＣＪは、「ある活動が重大な危害のリスクを構成するかどう

かは、『損害発生の蓋然性又は予見可能性とその深刻度又は規模』の両

方に依存するため、『リスクと損害の程度を総合的に評価する』ことを

含む要因を考慮して決定されるべきであ」り、「危害発生の蓋然性が高

く、深刻であればあるほど、求められる行動基準はより厳しくなる」と

判示した（２７５）。  

本件訴訟は、被告ら発電事業者の二酸化炭素排出による気候変動がも

たらす人権への重大な影響を防止する義務とその内容を問う訴訟であ

り、国家の義務についてのこれらの指摘は、被告ら発電事業者にもその

まま当てはまるものである。  

⑵ 気候変動による危害発生の蓋然性、予見可能性、危害の程度・規模の

重大性には疑いの余地がないこと 

ア ＩＰＣＣの結論 

本件訴訟においては、地球温暖化による気候変動の危険の重大性に

ついての科学的知見を確認することが重要である。  

すなわち、ＩＰＣＣは、産業革命以降の人間活動による化石燃料か

らの累積的排出量と地球平均気温の上昇と直線的関係と平均気温の上

昇による気候変動影響の激甚化の関係を明らかにした（ＩＰＣＣ第５

次評価報告書（甲Ｂ２）及び第６次評価報告書（甲Ｂ６））。この関係

は、ＩＰＣＣ第６次評価報告書第１作業部会報告書政策決定者向け要

約（甲Ｂ４）の図ＳＰＭ１０（２８頁）の表題にも「ＣＯ₂排出が１ト
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ン増えるたびに地球温暖化が進行する」と端的に指摘されており、こ

のことは、ＩＰＣＣに加盟する世界１９５か国の政府が参加する総会

で承認されているものである。  

さらに、気温上昇を１．５℃に抑える必要性について、ＩＣＪの本

勧告的意見も、ＩＰＣＣ１ .５℃特別報告書（甲Ｂ３の１）において、

「高い信頼度で、『１ .５℃の温暖化は、ほとんどの国家、コミュニテ

ィ、生態系、セクターによって『安全』とは考えられず、自然のシス

テムと人間のシステムに重大なリスクをもたらす』と結論付けた」こ

とを指摘している（８３）。  

イ ＲＷＥに対するドイツ・ハム上級裁判所判決等 

危険な気候変動の予見可能性について、ＲＷＥ事件においてドイ

ツ・ハム上級裁判所は、「公知の事実（民事訴訟法２９１条）によれ

ば、エネルギー製造者の立場に置かれた最善の観察者は、すでに１９

６０年代半ばには、温室効果ガスの人為的な排出が地球の温暖化とそ

れに伴う結果をもたらすことを予見できた」とも認めている（甲Ａ２

９の３、２⑶（ｂ）３２頁）。  

大気中の温室効果ガス濃度が４５０ｐｐｍ未満に留まれば、この目

標が達成される可能性が高いと気候科学は述べている。２０１５年頃

から、さらなる洞察により、安全な気温上昇は１ .５℃を超えるべきで

はなく、それに対応する温室効果ガス濃度の水準は４３０ｐｐｍを超

えないことが示されている（５頁）。現在、既に４２５ｐｐｍに達

し、毎年２ｐｐｍを上回る速度で上昇している（甲Ｂ１０・３５頁）  

ＣＯ₂排出が地球温暖化の進行、激甚化をもたらすことは、蓋然性を

超え、疑う余地のない科学的事実であり、今日、危害発生の予見可能

性も争点にならないほど、明らかである。  

ウ 小括 
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以上の通り、ＩＰＣＣの報告書や、海外裁判例に表れた科学的知見

によれば、気候変動については、危害発生の蓋然性、予見可能性、危

害の程度・規模の重大性については、いずれも疑う余地がない。  

そうすると、気候変動については、「既に何らかの損害が発生して

おり、さらに重大な損害が発生するおそれがある場合」に該当する。

しかも、「損害発生の蓋然性又は予見可能性」が認められ、さらに時

間経過とともに高まっている。また、「その深刻度又は規模」も認め

られ、その度合いは時間経過とともに大きくなっている。したがっ

て、「求められる行動基準」は厳しい水準となる。  

ＩＣＪの勧告的意見では、気候変動に係る守られるべき人権とその

保護のための義務の内容について、明確な判断が示されたといえる。  

 

５ 国家の義務違反の法的帰結は履行義務と賠償義務であり、適切な履行を

求めるために損害は要件でないこと 

その上でＩＣＪは、質問（ｂ）について、「気候系を含む環境への重大

な危害を防止する相当な注意の履行において、これを履行しない国は、そ

の責任を伴う国際的な不法行為を構成することになる」（４０９）とし、

その法的帰結には、「損害の有無にかかわらず適用される停止義務と再発

防止義務」、および損害の「完全な賠償」が含まれること（４４５）、「損

害の原因は、責任の認定そのものの要件ではないこと」（４３３）を明ら

かにした。「国家責任を認定するためには、その行為が損害をもたらした

かどうかに関わらず、国際法に違反する行為と、その行為が国家に帰属す

ることが必要である」とし（４３３）、ここでは義務の履行を求めるため

に損害の存在は必要とされていないことに留意すべきである。 

他方で、損害の賠償を求めるときには、「国家（あるいは国家群）の不

法行為と、被害を受けた国家が被った特定の損害との間、または国際人権
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法上の義務違反の場合には損害を受けた個人が被った特定の損害との間

に、因果関係が確立されなければならない」（４３３）としているが、被

害を受けていない国は、「違法行為の停止、再発防止の保証および保障…

…請求のみを行うことができる」（４４３）としているのもその趣旨であ

る。 

さらに、気候系に対する重大な影響を防止する気候変動緩和の義務はエ

ルガオムネスの義務（対世効的義務）であるから、その義務違反に対する

責任は、すべての締約国が主張することができる旨判示した（４４１）。 

 

６ まとめ――ＩＣＪが示した気候変動に関する国家の義務の枠組み 

ＩＣＪが示した気候変動に関する国家の義務の包括的な法的枠組みは、

まとめると以下のとおりである。  

第一に、適用される法の重層的性格について、ＩＣＪは、気候関連条約

（気候変動枠組み条約、京都議定書、パリ協定）に加え、国際慣習法（環

境への重大な損害を防止する義務、協力義務）、国際人権法、さらにはオ

ゾン層条約、生物多様性条約、国連海洋法条約等の関連条約も気候変動に

関する国家の義務の法源となることを確認した（１１３－１７３、４０７

－４０９）。特に、気候関連条約が他の国際法規則を一般的に排除するも

のではないこと（特別法の問題）を明確にした（１６２－１７１）。  

第二に、国家の義務の類型と内容について、パリ協定における国家の義

務は、緩和、適応、協力（資金提供・技術移転・能力構築を含む）の三本

柱から構成されることを確認した上で（２２３）、これらの義務には「結

果義務」と「行動義務」の両面があり、両者は相互に補完・支援し合う関

係にあることを明らかにした（２２８）。  

第三に、１．５℃目標と国が決定する貢献（ＮＤＣ）について、ＩＣＪ

は、パリ協定の気温目標として１．５℃を「締約国が合意した主要な気温
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目標」と位置づけ（２２４）、各締約国は、この１．５℃目標の達成に適

切に貢献できる最高水準の野心を反映したＮＤＣを累次的・前進的に策

定、通報、維持する結果義務を負うことを明示した（２３４－２３６、２

４２、２４９）。この際、締約国のＮＤＣ策定に係る裁量権は限定的であ

り（２４５）、単に形式的にＮＤＣを作成・提出するだけでは義務の遵守

として不十分であること（２３６）明らかにした。  

第四に、国内緩和措置義務について、パリ協定第４条第２項に基づく国

内緩和措置を遂行する義務は行動義務であるが、その履行においては、民

間事業者が行う活動を含め、厳格な相当の注意（due diligence）の基準に

従って評価されることを明らかにした（２５１－２５４）。すなわち、現

在の科学的知見に照らせば、注意義務の基準は極めて厳格なものとなる

（２５４）。これは国のＮＤＣに関する注意義務の水準を示すものであ

る。  

第五に、国際慣習法上の重大な環境損害の防止義務について、ＩＣＪ

は、国家は、自国の管轄下または管理下で行われる活動が気候系および環

境のその他の部分に重大な損害をもたらすことを防止するため、相当の注

意（due diligence）を払って行動する義務を負うことを確認した（２７２

～３００）。この義務は気候変動の文脈に適用され、その基準は「厳格」

であるとされた（１３８、２８０）。  

第六に、民間事業者の規制義務について、ＩＣＪは、国家の義務には民

間事業者の活動を規制する義務が含まれ（４２８）、化石燃料の生産、消

費、化石燃料探査許可の付与、化石燃料補助金の提供等、国家が、温室効

果ガス（GHG）の排出から気候システムを保護するための適切な措置を講

じないことは、国際法違反行為を構成することを明記した（４２７）。国

家は、管轄下の民間事業者による排出量を制限するために必要な規制措置

や立法措置を講じなかった場合、責任を負う可能性がある（４２８）。日
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本の対策措置においてはこの観点から特に吟味されることになるであろ

う。  

第七に、対世効的義務（erga omnes）について、気候系への人為的温室

効果ガス排出による被害を防止する義務は、すべての国の義務（erga 

omnes）であり、気候関連条約に基づく義務もすべての当事者の義務

（erga omnes partes）であることを判示した（４４０）。これにより、すべ

ての締約国は、他の国がこれらの義務を履行しない場合、その責任を問う

ことができる（４４１－４４２）。  

第八に、国家責任と法的帰結について、ＩＣＪは、上記義務に違反する

国際法上の不法行為を行った国家は、①履行を怠った義務を履行する継続

的義務、②違法行為の中止義務、③再発防止の保証・担保を提供する義

務、④完全な賠償（返還、賠償、満足）を行う義務を負うことを確認した

（４４４－４５５、４５７）。環境損害に対する賠償は、環境そのものの

損害（回復前の期間における環境財やサービスの減損または喪失を含む）

に対しても認められる（４５３）。  

以上のとおり、本勧告的意見は、パリ協定の１ .５℃目標を達成するた

めの最大限の野心を示すＮＤＣを策定することが国家の結果義務であるこ

と、その目標を実現するための国内緩和措置義務は民間事業者の行動を規

制することを含む行動義務であること、そしてこれらの義務が対世効的性

格を有し、すべての国がその履行に法的利益を有することを国際法上明確

に確認したものであり、民間企業のＣＯ₂排出削減義務を主張する本件訴

訟においても重要な法的根拠となるものである。  

これらの国家の義務は被告らの義務でもあることについては後述する。  

以上を図示すると以下のようになる。  
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図 ＩＣＪ勧告的意見が示した気候系保護義務の枠組み 

 

７ 排出削減義務の削減水準 

⑴ 気候変動による人権への重大な影響を回避するための排出削減の経路 

ＩＰＣＣの報告によれば、緩和経路に関する国際社会および気候科学

におけるコンセンサスは、２０１０年と比較して２０３０年までに世界

のＣＯ₂排出を正味４５％削減し、２０５０年までに正味１００％削減す

る緩和経路が、危険な気候変動の最も深刻な影響（すなわち、地球温暖

化を最大１．５℃に抑える）を回避する可能性を最大化するということ

である。２０１８年のＩＰＣＣ特別報告書「１．５℃の地球温暖化」の

「政策決定者向け要約」には以下のように記載されている（甲Ｂ３の

１・１８頁）。  

「Ｃ１．オーバーシュートしないまたはオーバーシュートを伴って地

球温暖化を１．５℃に抑えるモデルの［排出］経路においては、世界全

体の人為起源のＣＯ₂の正味排出量が、２０３０年までに、２０１０年水
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準から約４５％（四分位範囲４０～６０％）減少し、２０５０年前後に

（四分位範囲２０４５～２０５５年）に正味ゼロに達する。」  

さらに、「気候変動２０２２：気候変動の緩和。ＩＰＣＣ第６次評価

報告書第３作業部会報告書」の「政策決定者向け要約」には以下のよう

に記載されている（甲Ｂ５・１９頁）。  

「Ｃ．１．２（中略）オーバーシュートしない又は限られたオーバー

シュートを伴って温暖化を１．５℃（＞５０％）に抑える経路では、世

界全体の正味ＣＯ₂排出量は、２０１９年のモデル化された排出量に比べ

て、２０３０年に４８％［３６～６９％］、２０４０年に８０％［６１

～１０９％］減少する。」  

ＩＰＣＣだけでなく、ＵＮＥＰもＩＥＡも、今後の１０年間の削減の

経路が決定的に重要であることを述べており、シェルに対するハーグ高

裁もこれを引用して強調している。  

 

⑵ ＩＣＪ勧告的意見によれば、日本にはＩＰＣＣ第６次評価報告書で求

められたものより高い水準の削減が求められること 

ＩＣＪは、１．５℃という閾値について、パリ協定の下での世界平均

気温の上昇を抑制するための、締約国が合意した主要な気温目標は１．

５℃であるとした。また、各国のＮＤＣは、パリ協定の温度目標である

世界の平均気温の上昇を１．５℃未満に抑えること（パラグラフ２２

４）に貢献し「最高水準の野心を反映した」ものでなければならないこ

とを明らかにした（２４６）。  

その水準とは、ＩＰＣＣ第６次評価報告書統合報告書（甲Ｂ６）によ

る経路であることは、オーバーシュートせず、又は限られたオーバーシ

ュートで１．５℃目標を実現するための残余のカーボン・バジェットを

踏まえた削減経路である。それは、すなわち、ＣＯＰ２８で確認された
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ＣＯＰ２８決定（甲Ａ１３の１、１３の２）で認識するとされた急速な

削減が必要であり、２０５０年までに二酸化炭素をネット・ゼロに到達

させるとする前記の経路である（２４３など）。  

 

⑶ 全体での削減分の各国の分担 

ア ＩＣＪ勧告的意見の見解  

ＩＣＪの本勧告的意見は、気候変動枠組み条約の基本原則である

「共通だが差異ある責任とそれぞれの能力」の原則に基づき、温室効

果ガスの累積排出量に対する過去の貢献度、開発レベル、国情によっ

て異なり、「経済、人的資源、物的資源が十分に発達し、高度に発展

した統治システムと構造を有する国家に期待される注意の程度は、そ

うでない国家とは異なる」こと、「より大きな能力と十分な資源を有

する国は、そうでない国家よりも多くのことを行う必要がある」こと

を明記している（国際海洋法裁判所（ＩＴＬＯＳ。パラグラフ１２３

参照）の、海洋環境への危害を防止する義務の履行についての記述を

引用したもの。パラグラフ２９１）。日本は気候変動枠組み条約の付

属書Ⅰ国（先進国）であり、Ｇ７に所属する国でもあり、しかも、過

去の累積排出量への寄与も多いことから、ＩＰＣＣ第６次評価報告書

統合報告書で示された前記水準よりも大きな削減経路が求められると

するものである。少なくとも、その水準を下回ることはない。  

イ 各国裁判例  

① オランダ最高裁判所判決（２０１９年）の見解  

オランダ最高裁（甲Ａ８）は、ＩＰＣＣ第５次評価報告書のもと

での２０２０年の排出削減目標をめぐる訴訟であるが、「７．５．

１（中略）気候科学および国際社会において、広範なコンセンサス

がある（上記７．２．１１、７．３．６参照）。適切な法的保護と
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は、このコンセンサスがＥＣＨＲ第２条および第８条によって国に

課される積極的義務を履行するにあたって想起されうることを意味

する。２０２０年に少なくとも２５％の削減を達成すべきとの目標

は、国自体が他の年次（２０３０年、２０５０年、２０１０年（上

記７．４．１－７．４．５参照）にとっても必要とする目標に一致

している。それゆえ、ＥＣＨＲ第２条および第８条のもとで危険な

気候変動を防ぐための適切な措置をとるべき国の積極的義務の内容

として、この目標は絶対的に最小限のものであるとされるべきであ

る。国は、この目標を逸脱しても責任に適っているとする主張（上

記７．４．６参照）について十分説明できていない以上、国は２

５％目標を遵守しなければならない。」」（甲Ａ８・３７頁）と指摘

して、「最終的な目標達成のための削減措置を講じるのが遅れるほ

ど、削減措置はより包括的で費用がかかるものとなることは、気候

科学および国際社会で広く共通の認識となっている。対策を先送り

することでティッピング・ポイントに達し、その結果として生じる

突然の気候変動のリスクもより大きくなる。こういった一般的に支

持されている観点から、国は、提案する２０２０年以降に加速的に

削減することで、２０３０年および２０５０年目標の達成が可能か

つ十分に効果的であること、よって２℃目標および１．５℃目標の

達成を保持できるとする根拠を説明するはずだった。しかしなが

ら、国はその説明をしていない。」（甲Ａ８・５頁）として、国は国

際的に認められている、２０２０年までに少なくとも２５％の削減

を行う義務について、いかなる事情があっても遵守すべき旨、判示

したハーグ高裁の判断を支持した。  

② 欧州人権裁判所判決（２０２４年）の見解  

欧州人権裁判所大法廷は、２０２４年４月９日、スイス気候シニ

アの会事件について、国家の温室効果ガス排出削減義務の根拠及び
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内容を判示した。本判決は、気候変動に関する国の不作為が人権条

約に違反すると国際裁判所が認定した世界初の判決であり、１６対

１の多数決により欧州人権条約第８条違反が認定された（甲Ａ１８

の１、２）。 

同裁判所は、欧州人権条約第８条から「国家当局による気候変動

の深刻な悪影響からの個人の生命、健康、福祉及び生活の質に対す

る効果的保護を受ける権利」を導き出した（同事件判決パラグラフ

５４４）。そして、気候変動の悪影響の緊急性、結果の深刻さ及び

不可逆性のリスクを考慮し、「気候保護がいかなる競合する考慮事

項との比較衡量においても相当な重みを持つべきである」と判示し

た（５４２）。 

また、国家の積極的義務について、裁判所は「国家の主たる義務

は、気候変動の既存の及び潜在的に不可逆的な将来の影響を緩和す

ることができる規制及び措置を採用し、かつ実際に効果的に適用す

ることである」と明示した（５４５）。さらに、国家の裁量につい

ては、気候変動対策の「必要性及び目標設定」については縮減され

る一方、「手段の選択」については広い裁量が認められるという二

元的構造を示した（５４３）。 

そして、裁判所は、国家の排出削減義務の具体的内容について、

「条約第８条によって保護される権利の効果的な尊重は、各締約国

がそれぞれのＧＨＧ排出レベルの実質的かつ漸進的な削減のための

措置を講じ、原則として今後３０年以内にネット・ニュートラリテ

ィに到達することを視野に入れることを要求する」と判示した（５

４８）。さらに、将来世代への不均衡な負担を回避するため、「即時

の行動が必要であり、適切な中間的削減目標が設定されなければな

らない」とした（５４９）。 
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さらに、国の義務履行の審査にあたり、裁判所は５つの要素を示

した。すなわち、（ａ）カーボン・ニュートラリティ達成の目標タ

イムライン及びカーボン・バジェット等の設定、（ｂ）中間的ＧＨ

Ｇ排出削減目標及び経路の設定、（ｃ）目標遵守の証拠提供、（ｄ）

最良の証拠に基づく目標の継続的更新、（ｅ）適時かつ一貫した方

法での立法・措置の実施、である（５５０）。さらには、裁判所が

「カーボン・バジェット又はその他の方法により国内ＧＨＧ排出制

限を定量化することなく、気候変動に関する効果的な規制枠組みを

整備することができるとは考えない」と明言した（５７０）点に注

目する必要がある。 

加えて、同裁判所は、スイス政府について「関連する国内規制枠

組みを整備する過程において、いくつかの重大な欠缺が存在した。

これには、カーボン・バジェット又はその他の方法により国内ＧＨ

Ｇ排出制限を定量化することの懈怠が含まれる」と認定し、「関連

する立法上及び行政上の枠組みの策定、発展及び実施に関して、適

時に、適切かつ一貫した方法で行動しなかったことにより、被告国

はその裁量の範囲を超え」たと結論づけた（５７３）。 

本判決は、国家が気候変動対策について法的義務を負うこと、そ

の義務にはカーボン・バジェット等による排出制限の定量化及び中

間目標の設定が含まれること、並びに過去の目標未達成が義務違反

を基礎づけうることを明らかにしたといえる。 

 

８ 国家の義務違反に対する法的帰結 

ＩＣＪは、国際的な不法行為は、国のＮＤＣの策定、通報、実施に関す

る手続上の義務違反から、例えば、重大な危害を防止するための注意義務

に基づき温室効果ガスの排出を規制しないなど国際慣習法違反や、環境影
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響評価を実施しないことまで幅広い（４４４）が、一般論として、国家の

義務の違反は、国家責任法の下で定められたすべての法的帰結をもたらす

とした上で、本来の義務の履行の継続の義務がなくならないこと（４４

６）に加えて、二つの異なる法的帰結があることを明らかにした。即ち、

①「損害の有無にかかわらず適用される、停止（中止）義務と再発防止義

務を含む法的帰結」と、②「完全な賠償（回復、補償、満足）を要する法

的帰結」である（４４５）。  

その義務の履行を確保するために、その利用可能なあらゆる措置を講じ

て温室効果ガス排出量を削減し、その他の措置を講じることを要求する場

合もある（４４８）としている。この文脈において、不当な行為に終止符

を打つ義務は、前述したようなその国の国際的に不当な行為を構成するす

べての行政的、立法的、その他の措置を取り消すことを要求する場合もあ

ることになる。  

後述するように、これらの国家の義務は、被告らにも当てはまり、本件

は被告らに損害賠償を求める訴訟ではなく、被告らの削減義務の継続及び

削減義務の違反の停止を求める訴訟であるから、①の義務の要件は、被告

の義務違反の帰結に直接関係するものであって重要である。ＩＣＪは中止

義務の例として、停止義務は、温室効果ガスの排出を削減し、義務を確実

に遵守するような方法で、その範囲内で、あらゆる手段を講じることを国

家に要求する可能性があることにも言及している。さらにＩＣＪは、因果

関係は、賠償を決定する上で役割を果たす要素であり、賠償は損害の存在

を意味するため、不法な行為と請求者の損害との間に、「十分に直接的か

つ確実な因果関係があること」が必要である。他方、損害との因果関係

は、国家の不作為責任を判断するための要件ではないとしている（４３

３）点も重要である（なお、ＩＣＪは、この基本原則は、「気候変動とい

う現象に関して生じる課題に対処するのに、「十分に直接的かつ確実な因

果関係」の基準は、申し立てられた不法な行為または不作為と主張される
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損害との間で十分な柔軟性をもつものであると判断している」（４３６）

と述べていることにも留意すべきである。  

実際、後述するペルーの農夫とＲＷＥ事件ではドイツのハム上級裁判所

は、「被告とその子会社が１９６５年以降におこなったＣＯ ₂の排出と原告

の所有物の具体的危険との間には相当因果関係が認められる」とした（甲

Ａ２９の３・３１頁）  

また、ＩＣＪは、各被害国は、気候系および環境の他の部分に損害をも

たらす国際的に不正な行為を行ったすべての国の責任を個別に問うことが

できること、さらに、複数の国が同一の国際的に不正な行為に対して責任

を負う場合、それぞれの国の責任は、その行為との関係で問うことができ

ることも明らかにしている（４３０、４３１）点も、本件訴訟に重要な指

摘である。  

これらの気候系の保護に係るＩＣＪが明らかにした国家の義務とその違

反の帰結は、原告第４準備書面でも述べたところであるが、後述するよう

に人権保護義務の水平効果が及び、被告らのような大規模排出企業にも適

用される。さらにＩＣＪは上述の通り気候系への重大な害を防止する義務

はエルガオムネスの義務であることを明らかにしていることからも、この

ことは一層明確になったといえる。  

 

９ 各国内の司法判断において、危険な気候変動から保護される権利が、基

本的権利として確立されていること 

ハーグ高裁は２０２４年１１月、シェルに対する判決（甲Ａ２８）の中

で、気候変動と人権と題して、それまでの世界の裁判所の判決における気

候変動と人権との関係について述べた箇所を引用している。  

① オランダ最高裁判所判決（２０１９年１２月２０日）（甲Ａ８）  
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「より近時の知見によれば、気温上昇を１．５℃までにとどめるべき

とされている。地球の気温がこの限度を越えて上昇すれば、極端な暑さ

や極端な干ばつ、極端な降水、生態系の攪乱が生じ、このことから食糧

供給の危機や、氷河や両極の氷冠の融解による海面水位の上昇が起こる

など、非常に有害な結果をもたらす。温暖化がティッピング・ポイント

に至ると、地球上、あるいは地球の特定の地域で、気候が突然、包括的

に変わってしまうことになる。これらのすべてが、オランダ人を含む地

球上の多くの人々の生命、幸福や生活環境を脅威にさらすことになる。

ここで述べた結果は、既に今日、起こっている。」  

「欧州人権裁判所によるＥＣＨＲの判例（ＥＵｔＨＲ）によれば、締

約国は、人々の生命ないし幸福に対する現実かつ切迫した危険が存在

し、国がその危険に気づいている場合には、国はこれらの条項に基づい

て適切な措置を講じる義務を負う。  

適切な措置を講じる義務は、人口の大部分や全体をも脅かす環境の危

険をもたらす場合にも、それが長期的にしか現実化しないものであって

も適用される。ＥＣＨＲ第２条および第８条は、締約国に不可能または

公平を欠く負担を負わせるものではないが、これらの条項は、そのよう

な差し迫った危機を回避するために、合理的に可能な限り、真に適切な

措置を講じるよう義務付けたものである。また、ＥＣＨＲ第１３条によ

って、ＥＣＨＲによって保護されている権利の侵害または侵害のおそれ

に対し、国内法で効果的な法的救済を提供しなければならない。このこ

とは、国内の裁判所も、効果的な法的保護を提供し得なければならない

ことを意味する。」（甲Ａ８・３頁）  

与えられた事件でどの措置が適切であるかは、欧州人権裁判所（ＥＣ

ｔＨＲ）の判例法によれば、事件の状況に依存すると最高裁判所は述べ

た。差し迫った危険に対する予防措置を講じる国会の義務があり、求め

られる排出削減の水準について、国際社会と気候科学におけるコンセン
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サスを援用することができるとして、２０２０年までに１９９０年比２

５％削減を命じたオランダ最高裁判決（甲Ａ８）において、オランダ政

府はそれが世界的な問題であっても、危険な気候変動を防ぐために「そ

の役割を果たす」ＥＣＨＲ第２条及び第８条に基づく義務を負っている

と結論付けた。ＥＣＨＲ第２条及び第８条に基づいて国家に課せられる

積極的義務を明記する際、最高裁判所は、工業国が温室効果ガス排出を

削減すべき程度、すなわち２０２０年までに１９９０年比で２５％から

４０％の割合に関する国際社会と気候科学におけるコンセンサスを援用

することが可能であると判示した。  

② 欧州人権裁判所（２０２４年４月９日）（甲Ａ１８の１、１８の２）  

欧州人権裁判所は欧州人権条約第８条から、国家は危険な気候変動の

悪影響から市民を保護するために「その役割を果たす」積極的義務を負

うことが導かれると判示した。ＥＣｔＨＲは以下のように考慮した。  

「５１９．（．．．）第８条は、個人が気候変動の深刻な悪影響から生

命、健康、幸福及び生活の質に対する国家当局による効果的な保護を受

ける権利を包含すると見なされなければならない。」  

「５４４．上記のように述べたように、裁判所は、条約第８条に基づ

く保護の範囲が、様々な環境被害の原因及び被害のリスクから生じる人

間の健康、幸福及び生活の質への悪影響に及ぶことを既に長い間判示し

てきた。同様に、裁判所は第８条から、個人が気候変動によって引き起

こされる有害な影響とリスクから生じる生命、健康、幸福及び生活の質

への深刻な悪影響から国家当局による効果的な保護を享受する権利を導

き出す（上記第５１９項参照）。  

５４５．したがって、第８条に基づく国家の義務は、そのような保護

を確保するためにその役割を果たすことである。この文脈では、国家の

主要な義務は、気候変動の既存の潜在的に不可逆的な将来の影響を緩和

することができる規制と措置を採用し、実際に効果的に適用することで
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ある。この義務は、上記第４３５項及び第５１９項で指摘されたよう

に、気候変動と条約上の権利の享受との間の因果関係、及び人権保護の

ための文書としての条約の目的と目的が、その規定が理論的で幻想的で

はなく、実用的で効果的な権利を保証するように解釈され適用されるこ

とを要求するという事実から生じる（例えば、Ｈ．Ｆ．及びその他対フ

ランス、上記引用、§２０８最終部分、上記第４４０項も参照）。」  

「７．１０ＥＣｔＨＲはまた、気候変動の悪影響に対抗する緊急性と

温室効果ガス排出を削減するための全体的な目標に関して締約国内に存

在するコンセンサスを考慮すると、気候変動に対抗する国家のコミット

メントに関して「限定的な評価の余地」しかないと考慮した。目標を達

成するための手段の選択（行うべき政策選択を含む）に関して、ＥＣｔ

ＨＲは国家が「広い評価の余地」を持つと認定した。」  

③ パキスタン・ラホール高等裁判所（２０１５年）  

気候変動が特に水と食糧へのアクセスに深刻な脅威をもたらし、生命

に対する権利の侵害を構成する。  

④ ブラジル最高裁判所（２０２２年）  

ブラジル連邦最高裁判所は、「気候変動は憲法上の問題であり、気候

変動に関する条約は人権に関する条約の一種である」と判決した。  

⑤ インド最高裁（２０２４年）  

インド憲法第２１条（生命権と自由権）は生命と個人の自由に対する

権利を認識し、第１４条（平等権）はすべての人が法の前に平等であ

り、法の平等の保護を受けることを示している。これらの条文は、清浄

な環境に対する権利と気候変動の悪影響に対する権利の重要な源であ

る。  

このインド最高裁の指摘にあるように、日本国憲法１３条、１４条は

原告らの気候変動の悪影響に対する権利の源である。  
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第４ 気候変動に関する被告らの義務 

１ 気候変動の文脈における被告ら発電事業者の気候変動の影響の緩和（排

出削減）義務 

⑴ 基本的人権についての企業への水平効果 

ＩＣＪ勧告的意見から導かれる重大損害防止義務は、以下で述べる水

平効果から、民法７０９条の解釈に取り込まれる点でも、被告らが排出

削減義務を負う根拠となる。 

ア 従来の議論状況 

日本国憲法の基本的人権規定についての私人間適用（水平効果）に

関しては、日本において長く間接適用説が判例・通説とされてきた。

すなわち、憲法が直接定めているのは国と市民との関係であり、私人

間の紛争には憲法の規定は直接適用されない。しかし、憲法は基本権

（人権）を尊重しなければならないという原理・原則を定めているこ

とから、民法を解釈するときにこれを考慮する必要があり、その意味

で憲法は民法を通じて「間接的に」適用される。 

イ 憲法基底的重層論の視点 

山本敬三教授は、「憲法基底的重層論」として、憲法と民法は、憲

法を基礎に置きつつ、互いに協働しながら、国家・社会の基本法を重

層的に構成するとしている（甲Ａ２４、２５）。 

これによれば、憲法が個人に基本権を認めるという基本決定を行っ

た結果、国家は、基本権を侵害するような介入の禁止、基本権保護義

務、基本権支援義務を負う。 

そして民法は、国家法としての性格を持つため、国家の基本法とし

ての憲法の拘束を受ける。これにより、民法は、①基本権の内容を具

体化すること、②基本権を他人による侵害から保護するための制度

（不法行為制度や差止請求等）を用意すること、③基本権をより良く
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実現できるよう支援するための制度（契約制度等）を用意すること、

という役割を担うこととなる。 

ウ 基本権保護義務と民法７０９条の関係 

民法７０９条は、損害賠償を規定しているが、差止めについては明

文規定がない。 

しかし、基本権保護義務の観点からは、国家（裁判所を含む。）

は、個人が他者によって基本権を侵害されているとき、これを「黙っ

て見ている」ことは許されず、少なくとも最低限の保護を与えなけれ

ばならない。また、裁判所も国家機関であることから、立法府が民法

典に差止めを規定していないからといって、基本権保護を拒否するこ

とは基本権保護義務に違反する。 

これを言い換えると、基本権は、「垂直的」に、市民と国家の間に

のみ適用されるのではなく、「水平的」に、市民と民間企業の関係に

も影響する。裁判所は、基本権（人権）を参照して、私法上の概念

（注意義務等）を解釈することができ、また、その必要がある。 

⑵ 気候変動問題における人権保護義務の水平効果（シェル事件における

ハーグ地裁・高裁の判決） 

ア 大規模排出事業者の義務は、拘束力のない規範からも生じ得ること 

上記第３で述べたとおり、ＩＣＪ勧告的意見は、危険な気候変動の

影響から護られる権利を基本的人権ととらえ、その保護について前述

のとおり国家の厳しい内容と水準による義務を確立した。 

気候系の保護のために国家がとるべき注意義務は、危険な気候変動

の影響を最小化するために必要な気温上昇を１．５℃に抑えるための

科学に基づく経路に沿った排出削減であり、人権保護義務の水平効果

によって、被告らのような大規模排出企業がとるべき義務となること

は、原告ら第４準備書面で指摘したところである。 
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このことは、国連ビジネスと人権指導原則に体現されている。被告

らは、同原則は法的拘束力がないとして規範的根拠にならないと主張

するが、ＩＣＪは勧告的意見において、「現在の基準は拘束力のある

規範だけでなく拘束力のない規範からも生じうる。」（２８７）と判示

した。このことは、気候変動に対して求められる相当な注意の内容を

決定する場面において適用される。 

したがって、国連ビジネスと人権指導原則において企業に求められ

る内容は、少なくとも気候変動の文脈においては、企業の義務の内容

となる。 

イ シェル事件判決 

ＩＣＪ勧告的意見の先例となったのが、シェル事件に関するハーグ

地裁およびハーグ高裁の判決である。ハーグ高裁も、シェルの不法行

為を判断するにおいて、オランダ民法第６章１６２条２項は「社会的

注意義務」を基準とするものであり、気候変動の文脈における排出削

減義務の内容について、従来の基準ではなく、上記のような世界中で

の危険な気候変動の特質を踏まえるべきとしている。こうした考え方

は、日本の不法行為法における注意義務についても採用されてきた考

え方である。 

企業の人権保護義務は、気候変動の文脈においては、不法行為法に

おける企業の危険な気候変動の防止のための注意義務として表れる。 

ハーグ高裁（甲Ａ２８の２）は、憲法の水平的展開として捉え、ビ

ジネスと人権に関する国連行動指針、ＯＥＣＤガイドラインなども挙

げて、「人権に関する（条約）規定は主に政府に向けられているが、

これは、開かれた基準、社会的注意基準などに実体を与えることによ

って、私法関係に影響を与えることができるという事実を変えるもの

ではない」（７．２４、４１頁）とした。さらに、「化石燃料の消費が

気候問題の創出に大きく責任があり、気候変動への対処が待てないも
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のであることは確立された事実である。気候変動がもたらす危険と闘

うために……特に、その製品が気候問題の創出に貢献し、それと闘う

ことに貢献する力を持っている企業は……そうする義務を負ってい

る」（７．２６、４１頁）として、シェルのような企業は、企業が事

業を行う国の規制に明示的に定められていない場合でも、危険な気候

変動に対抗するためにＣＯ₂排出を削減する義務を負うことを示し

た。 

そして、ＣＯ₂排出削減は立法機関に決定権があるとのシェルの反

論についても、「ＣＯ₂排出を削減するために立法者が講じた措置は、

それ自体網羅的ではない。……政府は企業も自社の排出を削減する独

自の義務を負っていることを強調している。」（７．５３、４８頁）と

し、今日の不文の社会的注意義務基準に基づき、個々の企業がＣＯ₂

排出を削減する独自の義務を負っていることを認めた。 

⑶ 民法７０９条における「注意義務」 

ア 注意義務の解釈の方法 

日本民法７０９条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律

上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償す

る責任を負う」と規定する。この「過失」は、結果の予見可能性を前

提とした結果回避義務違反を意味し、その注意義務の内容及び程度

は、具体的な事案に応じて形成される。 

シェル事件判決との比較でいえば、民法７０９条における注意義務

は、オランダ民法第６章１６２条における「不文の注意義務」と機能

的に同等の開放的規範である。シェル事件において採用された解釈の

方法論は、民法７０９条の注意義務の解釈においても同様に採用され

るべきである。 

イ 注意義務の内容 
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民法７０９条の注意義務の内容は、憲法が保障する基本権の保護の

観点から形成されるべきである。原告らの生命・身体・健康に対する

権利（憲法１３条、２５条）が、気候変動の深刻な影響によって侵害

されるおそれがある場合、裁判所は、この権利を保護するために必要

な注意義務を被告らに課すことが正当化される。 

この注意義務の内容を形成するにあたっては、以下の要素が考慮さ

れるべきである。すなわち、①ＩＣＪ勧告的意見（２０２５年７月２

３日）が示した国家の緩和義務の内容（１．５℃目標との整合、２０

３０年までに２０１９年比で４８％の削減が求められること、高度の

デューデリジェンス等）、②米州人権裁判所の勧告的意見（２０２５

年７月３日）が示した「カーボン・メジャー」（大規模排出事業者）

に対する差異化された義務、③ドイツＲＷＥ事件においてハム高裁が

確立した「大規模排出者は原理上責任を負い得る」との法理、④国連

ビジネスと人権に関する指導原則が示す企業の人権尊重責任等であ

る。これらの国際的規範は、民法７０９条の注意義務の内容を形成す

る解釈基準として機能し、被告らが具体的な排出削減義務を負う根拠

となる。 

 

２ ＩＣＪ勧告的意見から導かれる被告ら民間事業者の義務 

⑴ 国家の緩和措置義務には民間事業者の行為を規制する義務が含まれる

こと 

既に指摘したＩＣＪによる国際慣習法上の気候変動に関連する国家の

最も重要な義務は、気候変動枠組み条約の締約国でない１、２の国を含

め、すべての国家に適用される重大な被害から気候系を保護する厳格な

デューデリジェンスによる義務であり（１３２～１３９）、「この注意義
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務を履行しない国は、その責任を伴う国際的な不法行為を構成する」と

明言している（４０９）。  

さらに、国家が温室効果ガスの排出から気候系を保護するためにとる

べき適切な措置には、「化石燃料の生産、化石燃料の消費、化石燃料探

査許可の付与、または化石燃料補助金を提供すること」を含むこと、ま

た、これらについて気候系を保護するための適切な措置を講じないこと

は、当該国家に帰属する国際法違反行為を構成することを明記している

（４２７）。本件訴訟の対象である火力発電はまさに化石燃料を消費す

るものであり、そこに不適切な補助金を提供することも含まれることに

なる。  

ＩＣＪ勧告的意見は、民間主体との関係について、質問（ａ）の下で

特定した義務には、相当な注意（due diligence）をもって「民間主体の

活動を規制する国家の義務」が含まれ、国家の「管轄下の民間事業者に

よる排出量を制限するために必要な規制措置や立法措置を講じなかった

場合、その国は責任を負う可能性がある」と判示した（４２８）。  

ＩＣＪは、パリ協定「第４条第２項に基づく国内緩和措置を追求する

義務の履行は、当事国が、民間事業者が行う活動を含む国内緩和措置を

講じるための努力および適切な手段の展開において、締約国が相当の注

意を払ったかどうかを基準として評価される」としている（２５２）。

国際慣習法による環境に対する重大な損害を防止する義務についても、

その「義務の主な要素は、（ａ）防止すべき環境への危害及び（ｂ）求

められる行動基準としての相当の注意（due diligence）であ」り（２７

３）、「これらの規則や措置は、国家の管轄または管理下にある公的およ

び民間事業者の行動を規制するものでなければならず、その実施を確保

するための効果的な執行および監視メカニズムを伴わなければならな

い」とする（２８２）。  
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さらに、ＩＣＪは、「重大な危害が発生する蓋然性が極めて高いこと

を示す一般的に認められている科学的証拠が存在する場合、すべての国

家にとって注意義務の基準はより厳格なものとなる」ことから、「起こ

りうる危害（harm）の蓋然性および深刻度を評価するために必要な証拠

を提供し、求められる相当な注意（due diligence）の基準を定める際に

参考となる」「科学的・技術的情報の入手可能性およびその入手・分析

の必要性も重要な要因である」とする（２８３）。対策措置も最新の科

学的・技術的情報を入手・分析して対応する義務があるとするものであ

る。  

また、ＩＣＪは、環境影響評価の重要性とその場合のリスクの評価の

重要性を指摘している。すなわち、「国境を越えた状況における事業活

動が計画されている場合、環境影響評価（以下、「ＥＩＡ」という）を

実施するという義務は、環境へのリスクの評価を必要とする、より一般

的なルールの表現であると考えている。国際慣習法は「環境影響評価の

範囲および内容」を特定していないこと（中略）、および相当な注意

（due diligence）の基準は多面的かつ文脈に係ることから、気候系に重

大な害を及ぼすことを防止することを目的とした環境影響評価では、そ

れぞれのリスクの特性を考慮する必要がある」（２９７）。また、「気候

変動がもたらすリスクには、特定の環境リスク評価の適切性に影響を与

えうる特定の特性がある」とし、「例えば、提案された個々の活動レベ

ルにおける環境影響評価（ＥＩＡ）の一環として、その下流影響を評価

する目的で評価される場合など、気候変動に関連する特定の効果が評価

される必要があることを排除するものではない」（２９８）として、ス

コープ３についての環境影響評価の必要性も指摘した。  

また、「経済、人的資源、物的資源が十分に発達し、高度に発展した

統治システムと構造を有する国家に期待される注意の程度は、そうでな

い国家とは異なる」と理解されて」おり、「ＩＴＬＯＳは、海洋環境へ
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の危害を防止する義務の履行には「より大きな能力と十分な資源を有す

る国は、そうでない国家よりも多くのことを行う必要がある」（２９

１）とも指摘した。  

⑵ 気候変動の影響を防止する義務は erga omnes の義務（対世効的義

務）であること 

ＩＣＪは、現在の状況において、「すべての国家が大気や公海のよう

なグローバル環境コモンズの保護に共通の利益を有して」おり、「気候

系および環境のその他の要素への人為的な温室効果ガス（ＧＨＧ）排出

による被害を防止する義務、特に慣習国際法上の重大な越境的損害を防

止する義務を含む国家の義務は、すべての人（erga omnes）の義務であ

る。条約の文脈において、当裁判所は、国連気候変動枠組み条約とパリ

協定が、気候変動が『人類共通の関心事』と認識し（ＵＮＦＣＣＣ前文

第１段落、パリ協定前文第１１段落）、『地球規模での対応』を要求して

いる（パリ協定第２条）ことを想起する。これらは、国際社会全体に利

益をもたらす気候系を保護することを目的としており、国際社会全体に

利益をもたらす。そのため当裁判所は、これらの条約に基づく各国の義

務は、すべての当事者（erga omnes partes）の義務であると考える」（４

４０）と判示している。即ち、本件被告らを含む歴史的にも現在及び今

後も大量のＣＯ ₂を排出する企業も負っている義務であるといえる。  

⑶ 国家の緩和措置義務には民間事業者の行為を規制する義務が含まれる

こと 

以上のＩＣＪ勧告的意見の検討から、民間事業者たる被告らのＣＯ₂

排出削減義務について、以下の法的結論が導かれる。 

第一に、ＩＣＪは、気候系に対する重大な損害を防止する国家の義務

は、相当な注意（due diligence）による行動義務であり、この義務に

は「民間主体の活動を規制する国家の義務」が含まれることを明確に判
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示した（４２８）。すなわち、国家は、自国の管轄下にある民間事業者

による温室効果ガス排出を制限するために必要な規制措置や立法措置を

講じる義務を負い、これを怠った場合には国際法上の責任を負う可能性

があるとされた。この判示は、民間事業者の排出行為が国家の規制対象

であり、国家はその規制を通じて民間事業者の行為をコントロールすべ

きことを前提としている。 

第二に、ＩＣＪは、パリ協定第４条第２項に基づく国内緩和措置を追

求する義務について、「当事国が、民間事業者が行う活動を含む国内緩

和措置を講じるための努力および適切な手段の展開において、締約国が

相当の注意を払ったかどうかを基準として評価される」と判示した（２

５２）。これは、国家の緩和義務の履行において、民間事業者の活動規

制が不可欠の要素であることを示すものである。 

第三に、ＩＣＪは、国際慣習法上の重大な環境損害防止義務につい

て、「これらの規則や措置は、国家の管轄または管理下にある公的およ

び民間事業者の行動を規制するものでなければならず、その実施を確保

するための効果的な執行および監視メカニズムを伴わなければならな

い」と判示した（２８２）。この判示は、民間事業者に対する規制が単

なる形式的なものであってはならず、実効的な執行と監視が必要である

ことを明らかにしている。 

第四に、ＩＣＪは、国際人権法に基づく国家の義務として、「気候系

およびその他の環境の保護のための措置」には「基準や法律の制定、民

間事業者の活動の規制などが含まれる」と判示した（４０３）。これに

より、民間事業者の活動規制は、国家の人権保護義務の履行においても

不可欠の要素であることが確認された。 

第五に、ＩＣＪは、国家が「温室効果ガス（ＧＨＧ）の排出から気候

システムを保護するための適切な措置を講じないこと（化石燃料の生

産、化石燃料の消費、化石燃料探査許可の付与、または化石燃料補助金
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を提供することを含む）は、当該国家に帰属する国際法違反行為を構成

する可能性がある」と判示した（４２７）。本件訴訟の対象である火力

発電はまさに化石燃料を消費するものであり、これに対する不適切な補

助金や規制の欠如は、国家の国際法違反を構成しうるものである。 

第六に、ＩＣＪは、気候系への重大な損害防止義務について、「重大

な危害が発生する蓋然性が極めて高いことを示す一般的に認められてい

る科学的証拠が存在する場合、すべての国家にとって注意義務の基準は

より厳格なものとなる」と判示し（２８３）、現在の気候危機の深刻性

に照らし、国家および民間事業者に求められる注意義務の基準が厳格化

されていることを示した。 

第七に、ＩＣＪは、環境影響評価について「下流影響を評価する目的

で評価される場合など、気候変動に関連する特定の効果が評価される必

要があることを排除するものではない」と判示し（２９８）、いわゆる

スコープ３排出量を含む環境影響評価の必要性を指摘した。これは、大

規模排出事業者たる被告らが、自社の直接排出のみならず、サプライチ

ェーン全体の排出についても考慮すべきことを示唆するものである。 

第八に、ＩＣＪは、気候系への重大な損害防止義務は「すべての人

（erga omnes）の義務である」と判示し（４４０）、この義務が国際社

会全体に対して負う義務であることを確認した。これは、被告らを含む

大量のＣＯ₂を排出する企業もまた、この対世効的義務の名宛人に含ま

れることを意味する。 

以上のＩＣＪ勧告的意見から、民間事業者たる被告らは、国家による

規制の有無にかかわらず、気候系への重大な損害を防止するために相当

な注意を払い、国際的に合意された気温目標の達成に貢献しうる水準ま

でＣＯ₂排出を削減する義務を負う。国家が民間事業者を規制する義務

を負い、その規制の実効性が国家の国際法上の義務履行の基準となる以
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上、被規制者たる民間事業者もまた、当該規制の趣旨・目的に沿った行

動を取る義務を負うのは当然の帰結である。 

また、国際海洋法裁判所（ＩＴＬＯＳ）が「より大きな能力と十分な

資源を有する国は、そうでない国家よりも多くのことを行う必要があ

る」と判示したことをＩＣＪも引用しているとおり（２９１）、この論

理は民間事業者にも妥当し、歴史的にも現在も大量のＣＯ₂を排出し、

かつ排出削減のための技術的・経済的能力を有する被告ら主要電力会社

は、より厳格な注意義務の基準に服するものと解される。 

したがって、被告らは、ＩＣＪ勧告的意見が確認した国際法上の義務

に基づき、パリ協定が定める１．５℃目標の達成に適切に貢献できる水

準まで、速やかにＣＯ₂排出を削減する義務を負うものである。 

 

３ 被告ら電力セクターの事業者の削減義務の水準 

⑴ 最良の科学的知見を参照する必要があること 

ＩＣＪは、重大な危害が発生する蓋然性が極めて高いことを示す一般

的に認められている科学的証拠が存在する場合、すべての国家にとって

注意義務の基準はより厳格なものとなることから、起こりうる危害

（harm）の蓋然性および深刻度を評価するために必要な証拠を提供し、

求められる相当な注意（due diligence）の基準を定める際に参考とする

「科学的・技術的情報の入手可能性およびその入手・分析の必要性も重

要な要因である」とする（２８３）。  

したがって、被告ら電力セクターに属する事業者が負うべきＣＯ₂排

出削減義務の水準を確定するにあたっても、利用可能な最良の科学的知

見を参照する必要がある。気候科学の分野において最も権威ある機関で

あるＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）の第６次評価報告書
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（ＡＲ６）および国際エネルギー機関（ＩＥＡ）のネットゼロ・ロード

マップが、この点について明確な指針を提供している。 

⑵ １．５℃目標に整合する経路における削減水準 

ＩＰＣＣ第６次評価報告書統合報告書政策決定者向け要約（ＳＰＭ）

表ＳＰＭ．１（甲Ｂ６・２９頁）は、オーバーシュートしない又は限ら

れたオーバーシュートを伴って温暖化を１．５℃（＞５０％）に抑える

経路における、２０１９年の排出水準からの削減量を次のとおり示して

いる。 

ＣＯ₂削減量：２０３０年 ４８％［３６～６９］ 

２０３５年 ６５％［５０～９６］ 

２０４０年 ８０％［６１～１０９］ 

２０５０年 ９９％［７９～１１９］ 

これらの数値は、パリ協定が目指す１．５℃目標を達成するために必

要な、科学的に裏付けられた削減経路を示すものである。中央値とし

て、２０３０年までに２０１９年比４８％減、２０３５年までに６５％

減という削減が求められている。 

また、ＩＰＣＣ第３作業部会報告書Ｃ．１．２（甲Ｂ５・１９頁）

は、「オーバーシュートしない又は限られたオーバーシュートを伴って

温暖化を１．５℃（＞５０%）に抑える経路では、世界全体の正味ＣＯ₂

排出量は、２０１９年のモデル化された排出量に比べて、２０３０年に

４８%［３６～６９%］、２０４０年に８０%［６１～１０９%］減少す

る」と明記している。 

⑶ 電力セクターの先行的脱炭素化の必要性 

ア ＩＰＣＣ報告書が示す電力部門の先行的脱炭素化の必要性 

ＩＰＣＣは、電力セクターが他の産業セクターよりも先行して脱炭

素化を達成すべきことを明確に指摘している。 
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第一に、ＩＰＣＣ第３作業部会報告書Ｂ．７．２（甲Ｂ５・１８

頁）は、「温暖化を２℃（＞６７%）以下に抑えるモデル化された世

界全体の経路においては、世界全体でＣＯ₂排出量正味ゼロに達する

までの化石燃料由来の残余ＣＯ₂排出量の殆どは、電力部門外で、主

に産業部門と運輸部門で発生すると予測されている」と述べている。

これは、電力部門はネットゼロ達成の時点において既に脱炭素化を完

了しており、残余排出は他セクターに限定されることを意味する。 

第二に、同報告書Ｃ．３．３（甲Ｂ５・３０頁）は、「温暖化を

２℃（＞６７%）に抑えるモデル化された世界全体の経路では、ＡＦ

ＯＬＵ部門（再植林と森林減少の削減による）及びエネルギー供給部

門が、建築、産業、及び運輸部門よりも早くＧＨＧ排出量の正味ゼロ

に達する。（確信度が高い）」と明記している。エネルギー供給部門

の中核をなす電力部門は、他セクターに先駆けて脱炭素化を達成すべ

きことが、科学的に確認されている。 

第三に、同報告書Ｃ．３．２（甲Ｂ５・３０頁）は、１．５℃経路

において、「２０５０年には、ほとんどすべての電力のエネルギー源

は、再生可能エネルギー、又はＣＣＳ付の化石燃料などのゼロまたは

低炭素エネルギー源であり、また、エネルギー需要の電化が進む」と

述べている。電力部門の脱炭素化は、運輸・建築・産業各部門の電化

を通じた脱炭素化の前提条件であり、その重要性は極めて高い。 

第四に、同報告書Ｃ．８．５（甲Ｂ５・４０頁）は、「輸送部門の

直接及び間接のＧＨＧ削減の潜在的な可能性は、主に、電力部門の脱

炭素化、及び低排出原料と低排出生産チェーンに依存する」（確信度

が高い）と指摘している。電力部門の脱炭素化は、社会全体の脱炭素

化を実現するための必須条件である。 

イ ＩＥＡネットゼロ・ロードマップが示す先進国電力部門の目標 
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国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が２０２１年に公表した「ネットゼ

ロ・バイ・２０５０：グローバル・エネルギー・セクターのためのロ

ードマップ」（甲Ｂ１０４の１、１０４の２）およびその２０２３年

更新版（甲Ｂ１０６の１、１０６の２）は、１．５℃目標達成のため

に電力セクターに求められる具体的な削減目標を示している。 

第一に、ＩＥＡは、先進国の電力部門は２０３５年までにＣＯ₂排

出実質ゼロを達成すべきであるとしている。これは全セクター平均の

削減目標（２０３５年６５％削減）を大幅に上回る水準であり、電力

部門の先行的脱炭素化の必要性を反映している。 

第二に、ＩＥＡの２０２３年更新版ロードマップは、「２０３５年

までに、先進国は２０２２年比で８０％の排出削減が必要である」と

指摘している。これは全セクター合計の目標であるが、電力部門につ

いては上記のとおり実質ゼロが求められており、より厳格な削減が必

要とされる。 

第三に、ＩＥＡは、先進国（ＯＥＣＤ諸国）における排出削減対策

のない石炭火力発電は２０３０年までに全廃すべきであるとしてい

る。被告らが運営する石炭火力発電所は、この国際的なフェーズアウ

ト目標の直接的な対象となる。 

⑷ 先進国としての日本の電力事業者が負う加重された削減義務 

先進国である日本において、被告ら電力事業者は、より高い削減義務

を負う。この点について、以下の根拠が存在する。 

第一に、ＩＣＪが引用するＩＴＬＯＳ（国際海洋法裁判所。パラグラ

フ１２３参照）の見解によれば、「より大きな能力を有し十分な資源を

有する国家は、そうでない国家よりも多くのことを行う必要がある」

（２９１）。日本は世界第４位の経済大国であり、高度な技術力と十分

な資金力を有する先進国として、より厳格な削減義務を負う。 
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第二に、パリ協定は「共通だが差異ある責任」の原則に基づき、先進

国がより大きな削減努力を行うことを求めている。日本は、国連気候変

動枠組条約附属書Ｉ国として、歴史的排出責任と技術的・経済的能力に

応じた先導的役割を果たすべき立場にある。 

第三に、被告ら主要電力会社１０社は、日本の電力供給の大部分を担

う大規模事業者であり、国内最大級の温室効果ガス排出者である。ＩＣ

Ｊが確認したように、大規模排出者である被告らはその「能力に応じた

より厳格な注意義務」を負う。 

⑸ 原告らの本訴請求にかかる削減水準は、発電事業者に求められる削減

水準の下限であること 

以上のとおり、利用可能な最良の科学的知見に基づけば、被告らに

は、全セクター平均の削減目標（２０３０年４８％減、２０３５年６

５％減）を上回る削減が求められる。その根拠は以下のとおりである。 

第一に、電力セクターは他セクターより先行して脱炭素化すべきであ

るとＩＰＣＣが明確に指摘していることから、全セクター平均の削減率

をそのまま適用することは不十分である。電力セクターには、より急速

な削減が求められる。 

第二に、ＩＥＡは先進国の電力部門に対し２０３５年までの実質ゼロ

排出を求めており、これは２０３５年６５％削減という全セクター平均

目標を大幅に上回る。日本の電力事業者は、この先進国基準に従うべき

である。 

第三に、ＩＰＣＣ表ＳＰＭ．１に示された削減率の幅（２０３０年：

３６～６９％、２０３５年：５０～９６％）を考慮すれば、先進国の大

規模電力事業者である被告らには、この範囲の上位に位置する削減率が

求められるべきである。 
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第四に、石炭火力発電については、ＩＥＡが先進国での２０３０年全

廃を求めており、被告らの石炭火力発電所はこの目標に沿って速やかに

フェーズアウトされるべきである。 

したがって、被告らは、ＣＯ₂排出量を２０１９年比で２０３０年ま

でに４８％削減し、２０３５年までに６５％削減する（これはＩＰＣＣ

が示す１．５℃目標整合経路における全セクター平均の削減目標の中央

値である。）最低限の義務を負う。 

そして、本来であれば、いま述べた①電力セクターの先行的脱炭素化

の必要性、②ＩＥＡによる先進国電力部門の２０３５年実質ゼロ目標、

③日本の先進国としての加重された責任、④被告らの大規模排出者とし

ての地位を考慮すれば、被告らには更にこれを上回る積極的な削減が求

められる。 

以上から、原告らが請求するとおり、被告らは、２０１９年を基準と

して、少なくとも、１．５℃目標と整合する削減経路に沿った、２０３

０年までに４８％以上、２０３５年までに６５％以上のＣＯ₂排出削減

を実現すべき法的義務を負う。さらに、電力セクターの特性と先進国と

しての責任に鑑み、可能な限り早期に、より高い削減率を達成するよう

努力すべきである。特に、石炭火力発電については、ＩＥＡが示す先進

国での２０３０年全廃目標に沿って、速やかなフェーズアウトが求めら

れる。加えて、ＩＣＪ勧告的意見を参照すると、被告らは、科学的影響

予測に基づき、当該削減の実現に向けた削減措置を導入計画の策定、履

行可能性検証、実施における厳格なデューデリジェンスの実施の義務を

負っているものというべきである。 

被告らがこのような削減義務を履行しないことは、ＩＣＪ勧告的意見

が確認した気候システムに重大な危害を与えることを防止するための相

当な注意義務に違反するものであり、国際法上の義務に反する行為に対

する国内法上の評価として、不法行為を構成する。 
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⑹ 国際合意における電力セクターの排出削減経路の確認 

以上のことは、気候変動に関する国際合意においても確認されてき

た。  

ア グラスゴー気候合意 

ＣＯＰ２６決定「グラスゴー気候合意」（甲Ａ３）において、以下

のとおり、温暖化を１．５℃に制限するために、２０１０年比で２０

３０年までに二酸化炭素を４５％削減する必要があり（１７項）、排

出削減対策がとられていない石炭火力の段階的削減の加速を確認した

（２０項）。  

「１７． また、世界全体の温暖化を摂氏１．５度に制限するため

には、世界全体の温室効果ガスを迅速、大幅かつ持続可能的に削減す

る必要があること（２０１０年比で２０３０年までに世界全体の二酸

化炭素排出量を４５％削減し、今世紀半ば頃には実質ゼロにするこ

と、及びその他の温室効果ガスを大幅に削減することを含む）を認め

る。」  

「２０．各国の事情に照らした最貧者及び最脆弱者を対象とした支

援を提供し、また、公正な移行に向けた支援の必要性を認識しつつ、

クリーン電力の実装と省エネルギー措置（排出削減対策の講じられて

いない石炭火力発電の逓減（フェーズダウン）と非効率な化石燃料補

助金のフェーズアウトに向けた努力を加速させることを含む）の急速

な拡大によるものを含む低排出なエネルギー・システムへの移行に向

けた技術の開発、実装、普及及び政策の採用を加速することを締約国

に求める。」  

イ パリ協定 

パリ協定第１４条に定めるグローバルストックテイクの結果を踏ま

えたＣＯＰ２８決定（甲Ａ１３の１、１３の２）において、ＩＰＣＣ

第６次評価報告書統合報告書が示す１．５℃の温暖化抑制（オーバー
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シュートなしまたは限定的）には、「世界全体の温室効果ガス排出量

を２０１９年比で２０３０年までに４３％、２０３５年までに６０％

削減し、２０５０年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにするとい

う、深く急速、かつ持続的な削減が必要であることを認識する」とさ

れた（２７項）。  

ウ Ｇ７合意等 

日本も参加するＧ７合意でも、火力部門対策、とりわけ石炭火力の

早期廃止が確認されてきた。  

（ア）２０２１年５月 環境大臣会合  

石炭火力発電が世界の気温上昇の唯一最大の原因であることを認

識し、２０３０年のＮＤＣ及びネット・ゼロ・コミットメントに沿

って、排出削減対策が講じられていない石炭火力発電設備からの移

行を更に加速させる技術や政策の急速な拡大と、２０３０年代の電

力システムの最大限の脱炭素化に今コミットする（３．２）ことと

された。排出削減対策が講じられていない石炭火力発電への世界的

な投資を継続することが気温上昇を１．５度に抑えることを射程に

入れ続けることとは相容れないことを認識した上で、排出削減対策

が講じられていない石炭火力発電への国際的な投資をすぐ止めなけ

ればならない点を強調し、政府開発援助、輸出金融、投資、金融・

貿易促進支援を含め、排出削減対策が講じられていない石炭火力発

電への政府による新規の国際的な直接支援の全面的な終了に向かっ

ていく具体的なステップを２０２１年中にとることをコミットする

（３．３）とされた。  

（イ）２０２１年６月 カービスベイＧ７サミット  

石炭火力発電が温室効果ガス排出の唯一最大の原因であることを

認識し、また、このアプローチ全体及び強化された「国が決定する

貢献（ＮＤＣｓ）」に沿って、国内的に、２０３０年ＮＤＣｓ及び



73 

ネット・ゼロ・コミットメントと整合的な形で、排出削減対策が講

じられていない石炭火力発電からの移行を更に加速させる技術や政

策の急速な拡大にコミットするとされた（３９）。  

（ウ）２０２２年６月 エルマウＧ７サミット  

２０３５年までに電力部門の完全又は大宗の脱炭素化の達成にコ

ミットする。石炭火力発電が世界の気温上昇の唯一最大の原因であ

ることを認識し、国内の排出削減対策が講じられていない石炭火力

発電のフェーズアウトを加速するという目標に向けた、具体的かつ

適時の取組を重点的に行うことにコミットする。再生可能エネルギ

ーによる発電及び全ての部門における再生可能エネルギーの使用を

増加させ、再生可能エネルギーの拡大を妨げたり遅らせたりしてい

る障壁や障害を取り除くこと、及びエネルギー消費を削減すること

にコミットする等とされた。  

（エ）２０２３年５月 広島Ｇ７サミット  

２０３５年までに電力セクターの完全又は大宗の脱炭素化の達成

及び気温上昇を摂氏１．５度に抑えることを射程に入れ続けること

に整合した形で、国内の排出削減対策が講じられていない石炭火力

発電のフェーズアウトを加速するという目標に向けた、具体的かつ

適時の取組を重点的に行うというコミットメントを再確認し、他の

国に対して加わるよう要請する。ＩＥＡの２０２２年の「ネット・

ゼロ移行における石炭」報告書において、ＩＥＡの２０５０年まで

のネット・ゼロシナリオに沿った主要な取組の一つとして特定され

た、排出削減対策が講じられていない新規の石炭火力発電所の建設

終了に向けて取り組んでいく（２５）ことが確認された。  

（オ）２０２４年６月 Ｇ７プーリアサミット  

気候目標を達成し、全ての国がクリーン・エネルギー移行の利益

を享受できるよう支援するため、排出削減対策が講じられていない
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新規の石炭火力への支援を終了し、再生可能エネルギー及びクリー

ン・エネルギー源への投資を加速させ、安全で、多角的で、責任あ

るクリーン・エネルギーのサプライチェーンを確立するようパート

ナーと協働する。２０３５年までに電力部門の完全又は大宗の脱炭

素化を達成し、各国のネット・ゼロの道筋に沿って、２０３０年代

前半、または、気温上昇を１．５度に抑えることを射程に入れ続け

ることと整合的なタイムラインで、エネルギー・システムから排出

削減対策が講じられていない既存の石炭火力発電をフェーズアウト

するというコミットメントを再確認する。他の国々及びパートナー

に対し、排出削減対策が講じられていない新規の石炭火力発電所の

許可と建設を可能な限り早期に終了させることについてコミットメ

ントに加わるよう改めて求め、これらの目標を促進するために、脱

石炭同盟及び「石炭からの移行アクセラレーター」に参加している

国々の活動に留意しつつ、この目的のために、金融部門を含め、各

国、国際パートナー及び関連機関との協力を推進することが確認さ

れた。  

エ 小括 

以上のとおり、日本も参加した国際合意において、先進国は２０３

０年代には実効性のある排出削減対策がとられていない石炭火力の廃

止及び２０３５年までに電力部門の完全又は太宗の脱炭素化を達成す

るとされており、被告らもこれに沿った削減を行う義務を負う。  

 

４ 小括 

以上のとおり、民法７０９条の「過失」すなわち注意義務違反の内容

は、具体的事案に応じて形成される開放的規範である。原告らの生命・身

体・健康に対する権利等が気候変動の深刻な影響によって侵害されるおそ
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れがある本件においては、この権利を保護するために必要な注意義務の内

容が、憲法の基本権保護義務の観点から形成されるべきである。  

この注意義務の内容を形成するにあたっては、ＩＣＪ勧告的意見が「現

在の基準は拘束力のある規範だけでなく拘束力のない規範からも生じ得

る」（２８７）と判示したことを踏まえ、同意見が示した国家の緩和義務

の内容、国連ビジネスと人権に関する指導原則が示す企業の人権尊重責

任、ＩＰＣＣ第６次評価報告書及びＩＥＡネットゼロ・ロードマップが示

す科学的知見等の国際規範が、解釈基準として参照されるべきである。  

これらの規範に照らせば、被告らが、利用可能な最良の科学的知見に基

づく気候系への重大な損害を防止するために相当な注意を払うべき義務に

違反し、１．５℃目標と整合するＣＯ ₂排出削減経路（２０１９年を基準

として、少なくとも、２０３０年までに４８％以上、２０３５年までに６

５％以上の削減）を達成するための目標を設定せず、または、合理的な措

置を講じないときには、被告らの注意義務違反が認められ、不法行為が成

立する。  

加えて、被告らの行為には、既に主張したとおり民法７１９条が適用な

いし類推適用され、被告らは連帯して責任を負う。また、応分の責任に基

づく割合的な排出削減義務を負う（原告ら訴状第１０、同第４準備書面第

４の３）。  

 

第５ 被告らの主張に対する反論 

１ 被告らの主張 

被告らは、自らの法的義務を否定し、その理由として以下のような主張

をしている。しかし、次項以下で述べるとおり、被告らの主張はいずれも

根拠がない。 

＜被告らの主張＞ 
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① 被告ら民間事業者は排出削減義務を負っていない。被告らだけを名指

しして排出削減を義務付ける法令上の根拠はない。 

② 日本の民法（７０９条）は原則として金銭賠償を定めており、排出行

為そのものを差し止める権利を認める根拠とはならない。 

③ 原告らの権利又は法律上保護される利益は侵害されておらず、その具

体的危険もない。 

④ 被告らのＣＯ₂排出量に、原告ら個々人に生ずるおそれのある被害を

帰責できるだけの関連性は認められない。 

⑤ ＣＯ₂排出は、それ自体が有害とはいえないもので、公害と同列に論

じることはできない。 

⑥ 気候変動への対応は司法によってではなく、政治で解決すべき問題で

ある。 

 

２ 被告ら火力発電事業者が排出削減義務を負うこと（主張①への反論） 

少なくとも気候変動の文脈において、被告ら発電事業者が、民法７０９

条に基づき気候変動の影響の緩和（排出削減）義務を負うことについて

は、上記第４で述べたとおりである。 

ＩＣＪは、複数の国家が気候変動に寄与しているという事実に対して、

「国際慣習法上の国家責任に関するルールで、損害を受けた国や責任を負

う国が複数存在する状況にも対応できる」とし、「すべての責任ある国家

の責任を主張することなく、単一の国家の責任を主張することが可能であ

る」（４３０）と判示し、さらに、「複数の国が同一の国際的に不法行為に

ついて責任を負う場合、その行為に関連して、各国に責任を問うことがで

きる。」（４３１）ともしている。  

ペルー農夫対ＲＷＥ社の事件のハム上級裁判所も「被告は多数の産業的

な排出者のうちの一人であって、複数の妨害者のなかの一人にすぎない、という事
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情は、原告が被告一人を行為妨害者として請求することを妨げない。」と判示した

（甲２９の３・４０頁）。化石燃料、とりわけ石炭による火力発電事業者の特別の責任

については既に述べたとおりである。 

 

３ 民法７０９条に基づく差止請求は認められること（主張②への反論） 

⑴ 被告らの主張 

被告らは、民法７０９条は損害賠償のみを定めており、差止請求の根

拠とはならないと主張する（被告ＪＥＲＡ準備書面（１）二第１、被告

神戸製鋼所準備書面（１）Ⅱ第２の１、被告電力８社第１準備書面第３

の１）。被告らによれば、不法行為制度は既発生の損害の填補を目的と

するものであり、将来の不法行為を予防するための請求権は、不法行為

制度から直接発生するものではないとする。 

⑵ 差止請求を認めるべき実質的根拠――事後的救済の限界 

ア 気候変動による被害という現代的課題に対して、被告らによる民法

７０９条の解釈は妥当せず、民法７０９条に基づく差止請求が認めら

れることは、これまでにも述べたとおりである。 

それに加えて、ＩＣＪ勧告的意見は、国家には人為的な温室効果ガ

スの排出による気候系への重大な危害を防止する義務があり、その義

務の第一は緩和（排出削減）の実行であることを明らかにした。同意

見によれば、国家は、１．５℃の気温上昇に抑えることに貢献する排

出削減目標を策定し、厳格なデューデリジェンス（相当の注意）の義

務によってその実現のための対策措置をとる義務を負う。そして、こ

の義務に違反する行為や義務の不作為は不法行為を構成し（４０

９）、その帰結として国家の履行義務は消滅しない。さらにこの気候

系保護義務はエルガオムネス（対世効的）の義務であり、損害の有無
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にかかわらず、何人もその履行を求めることができることを明らかに

した（４４０）。これは、気候変動問題においては、事後的な損害賠

償ではなく、事前の予防措置こそが法的に要請されることを示すもの

である。 

まさに、気候系の保護は世界共通の最大の関心事の一つであり、原

告ら第４準備書面第２で指摘したとおり、国際慣習法上の環境への重

大な被害の未然防止原則及び損害禁止原則（無害原則）が適用される

ことが確認された。これは、被害が重大であり、気候系の保護なくし

ては人権の享受を確保することができないためである。 

イ 気候変動による被害の不可逆性 

気候変動による被害は、ひとたびティッピング・ポイント（臨界

点）を超えれば不可逆的となり、いかなる金銭賠償によっても原状回

復は不可能である。 

ＩＰＣＣ第６次評価報告書統合報告書は、「気候システムにおける

突然及び／又は不可逆的な変化の可能性及び影響は、ティッピングポ

イントに達したときに引き起こされる変化を含め、更なる地球温暖化

に伴って増大する（確信度が高い）」と警告し（甲Ｂ６・２５頁、

Ｂ．３．２）、「１．５℃を超えるオーバーシュートの結果、極域、山

岳及び沿岸域の生態系など、レジリエンスが低い特定の生態系は、…

…不可逆な悪影響が起こる（確信度が高い）」と認定している（甲Ｂ

６・３３頁、Ｂ．７．２）。 

ひとたびティッピング・ポイントに至れば取り返しのつかない事態

となるのであり、加害行為が継続すれば被害の激甚化が予見されてい

るにもかかわらず、後日、損害賠償によって対応することでは足りな

い。ＩＣＪ勧告的意見は、なによりもまず、義務の適正な履行を実行

させることが必要であることを示したものである。これは、気候変動
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問題においては、事後的な損害賠償ではなく、事前の予防措置こそが

法的に要請されることを意味する。 

ウ 日本に住む原告ら若者が直面する不可逆的被害 

『日本の気候変動２０２５』（甲Ｂ８８の１）は、日本においても

既に気候変動の影響が顕在化し、今後さらに深刻化することを科学的

に確認している。原告ら若者は、生涯にわたり、即ち今後数十年にわ

たり、これらの激甚化し不可逆的被害に直面するものである。 

賠償についてのみ明文規定を置いていることは、差止請求を排除す

る趣旨ではない。民法の起草当時には想定されていなかった、地球規

模で不可逆的な被害をもたらす気候変動の影響のような被害類型に対

しては、解釈によって適切な救済手段を認めることが、法の目的に適

う。ＩＣＪ勧告的意見が確認した未然防止原則に照らしても、加害行

為の継続を放置し事後的救済に委ねることは、法の目的に反する。 

⑶ 差止請求を認める法的根拠 

ア 複合構造説による理論的基礎づけ 

大塚直教授による「複合構造説」は、多くの裁判例の分析に基づい

て、差止請求権の根拠について単一の法的構成に限定せず、複数の根

拠が重畳的に存在し得ることを認めている。 

複合構造説によれば、差止請求権は、①被侵害利益の権利性と、②

加害行為の違法性の程度の双方から基礎づけられる。すなわち、人格

権のように排他性を有する権利の侵害がある場合には、権利に基づく

差止請求が認められる。他方、権利とまではいえない法律上保護され

る利益の侵害であっても、違法性が高度である場合には、不法行為構

成により差止請求が認められる。 

この複合構造説の下では、人格権に基づく差止請求と不法行為構成

により差止請求は、截然と区別されるものではなく、連続的・重畳的
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な関係に立つ（大塚直・前掲４２０頁）。生命・身体・健康に対する

侵害のように、被侵害利益が人格権として承認され、かつ、その侵害

態様に違法性が認められる場合には、両者の根拠は重なり合い、いず

れの法的構成によっても差止請求が認められることになる。 

イ 基本権保護義務の観点 

また、憲法の基本権保護義務の観点からも、差止請求を認めるべき

根拠がある。 

憲法が個人の生命・身体・健康に対する基本権を保障している以

上、国家（裁判所を含む）は、これらの基本権が他者によって侵害さ

れている場合に、少なくとも最低限の保護を与える義務を負う。裁判

所が、立法府による明文規定がないことを理由に救済を拒否すること

は、この基本権保護義務に反する。 

民法７０９条の「過失」概念が、時代とともにその内容を発展させ

てきたのと同様に、同条に基づく救済の態様についても、基本権保護

の要請に応じた解釈が求められる。特に、気候変動のように事後的救

済が著しく困難な被害類型については、差止めを認めることが、基本

権保護義務の履行として要請される。 

⑷ 本件への適用 

ア 本件の被侵害権利 

本件において、原告らが主張する被侵害利益は、気候変動による生

命・身体・健康に対する被害を中心とする。具体的には、IPCC や日本

の科学者によるまとめでは①暑熱による熱中症等の健康被害のリスク

増大、②極端な気象現象（豪雨、洪水、暴風等）による生命・身体へ

の危険、③気候変動に伴う食料・水資源の不安定化による健康被害、

④生活の質の悪化等が挙げられる。 
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ＩＣＪ勧告的意見は、危険な気候変動による人権侵害性を前提とし

て、国家の保護義務を認定した。中でも生命・身体・健康に対する利

益は、各人の人格に本質的なものであり、不法行為法上も最も重要な

保護法益として位置付けられる。 

ＲＷＥ事件でハム上級裁判所は、人格権侵害が問題になった事案に

関して、「一般的人格権への侵害が問題になった。かかる権利は包括的な

権利（Ｒａｈｍｅｎｒｅｃｈｔ）の性格を持ち、…開かれた要件事実であるため、要件

事実に適合することで違法性を指し示すことができない。人格権への介入はむ

しろ、介入にさらされる者を保護することが他方の保護に値する事情より重要

である場合に違法となる」としているように、その保護要件としてより重要なのは

違法性にあるというべきである（甲Ａ２９の３・４３頁） 

原告らの被侵害権利・利益は、このように法的保護に値する重大な

権利・法益であり、人格権侵害に基づく差止めとの比較からも、不法

行為に基づく差止請求が認められるべきである。 

イ 被告らの行為の違法性 

被告らは、火力発電事業において大量のＣＯ₂を排出しており、こ

れが地球温暖化・気候変動の主要な原因となっている。ＩＰＣＣの科

学的知見によれば、人為起源のＣＯ₂排出が気候変動の主要な原因で

あることは確立されており、このまま排出が継続されれば、気温上昇

により深刻かつ不可逆的な被害が生じることが高い確度で予測されて

いる。 

被告らは、自己の事業活動がＣＯ₂を排出し、気候変動に寄与して

いること及びその影響を認識しながら、１．５℃目標に整合する水準

を超えてＣＯ₂の排出を継続している。被告らは２０５０年カーボン

ニュートラル等を掲げるものの、２０３０年度・２０３５年度におけ

る削減目標は、そもそも定められていないか、あるいは、パリ協定の

１．５℃目標を達成するために科学的に必要とされる水準に達してお
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らず、その実現のための適切な対策計画も見当たらない。ＩＥＡが先

進国に対して求める石炭火力の２０３０年までのフェーズアウトにも

対応していない。 

被告らが火力発電の利用を継続し、排出削減の実効的措置を講じ

ず、１．５℃目標に整合する水準まで削減を行わないことは、国際的

にも国内的にも社会通念上許容される限度を超える違法なものであ

る。 

⑸ 最判昭和４３年７月４日に関する被告ＪＥＲＡの主張に対する反論 

ア 被告ＪＥＲＡの主張 

被告ＪＥＲＡは、「不法行為の規定に基づいて将来の差止請求権が

認められる余地がないことは、最判昭和４３年７月４日集民９１号５

６７頁において明示的に判示されている」と主張する（被告ＪＥＲＡ

準備書面（３）１９頁）。 

イ 同判決の内容 

しかし、同判決の事案は、原告（上告人）が損害と主張するもの

が、被告らの占有にかかる溜池の管理と因果関係のある損害といえな

いだけでなく、そもそも損害の存在自体が認められていない事案であ

った。同判決は、「いまだ損害が発生しないのにかかわらず」将来損

害を生ずるおそれがあることを理由として、その予防のため右工作物

の修復を求め、さらにその修復を終えるまで「その使用の差止を求め

ることは、なし得ない」としたものであり、本件訴訟とは異なり、加

害行為による損害が既に発生し、その加害行為が継続し、又は継続さ

れるおそれが十分に認められる場合についての判示ではない（甲Ａ３

２）。 

また、同判決は、民法７０９条について「将来の差止請求権が認め

られる余地がない」と明示的に判示したものでもない。 
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被告ＪＥＲＡは、同判決の射程について、解釈を誤っている。 

ウ 本件訴訟は、同判決とは全く事案を異にすること 

本件原告らは、気候変動の影響を既に現実に受けている。熱中症リ

スクの増大、豪雨災害の激甚化等は既に生じている現実の被害であ

り、被告らの火力発電事業によるＣＯ₂排出がこれに寄与している。

今後も排出が続く限り、その排出量は確実に大気中のＣＯ₂濃度を高

め、地球温暖化を進行させ、気候変動による被害を拡大させる。この

因果関係は、ＩＰＣＣ報告書により科学的に確認されている。 

ＩＣＪ勧告的意見は、重大な環境損害を防止する義務について、

「まだ損害が発生していないが将来重大な被害が発生するおそれがあ

る場合、または既に何らかの損害が発生しており、さらに重大な損害

が発生するおそれがある場合」に適用されることを確認した（２７

４）。本件は、まさに後者の場合に該当する。 

被告らの排出行為の継続により、温室効果ガスの蓄積による危険な

気候変動の影響がさらに悪化することは明らかである。被告ＪＥＲＡ

が引用する上記最判とは、事案を全く異にするものであり、本件にお

いて差止請求を否定する根拠とはなり得ない。 

 

４ 原告らの権利・法益は侵害されており、さらなる侵害の具体的危険もあ

ること（主張③への反論） 

⑴   被告らの主張 

被告らによれば、気候変動による被害は、発生確率・内容・程度・

場所等の不確定要素に左右され、原告ら個々人に「具体的危険が生じ

ているとはいえない」とする（被告ＪＥＲＡ準備書面（１）二第２の

１、被告８社第１準備書面第３の２⑴）。 
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また、苛烈な暑さによる身体・成長発達権等の侵害については「抽

象的可能性にすぎず具体的危険なし」とし、気候悪化による不安につ

いては「不確定な将来への抽象的不安で、法的保護の対象でない」と

主張する（被告ＪＥＲＡ準備書面（１）二第２の１⑵、被告８社第１

準備書面第３の２⑴）。 

⑵   権利・法益が侵害され、またその具体的危険があること 

ア 危険な気候変動の影響は人権を脅かすもので、その影響から原告ら

を保護することは被告らの義務であること 

上記第３で指摘したとおり、ＩＣＪの勧告的意見は、気候変動によ

る影響から保護される権利は人権として認められることを確認した

（３７２～３９３）。同意見は、これらの記述において、生命に対す

る権利、私生活及び家庭生活を尊重される権利、健康に対する権利、

適生活水準に対する権利、文化に対する権利等が気候変動によって影

響を受けることを認定している（３０１～３０９）。さらに、清浄で

健康的かつ持続可能な環境を享受する権利も人権を享受するための不

可欠の前提条件であると認めたものである。 

インド最高裁判所が判示しているように、これらの権利は日本国憲

法１１条、１２条、１３条などに由来する権利であり、ＩＣＪは気候

系の保護を国家の法的義務と認めたのである（３６９）。 

原告らの生命、身体、健康等に関する権利は憲法上保障された基本

的人権であり、民法７０９条における「権利又は法律上保護される利

益」に該当することは明らかである。不法行為法における法的利益で

あることを争う被告らの態度からは、その存在は認めるとする気候変

動への社会的責任の認識も措信しがたいものと言わざるを得ない。 

イ 被告らの「具体的危険がない」との主張について 
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被告らは、原告らへの権利侵害は「抽象的可能性」にすぎず「具体

的危険」がないと主張する。 

しかし、ＩＰＣＣ第６次評価報告書第２作業部会報告書政策決定者

向け要約では、「人間の影響が大気、海洋、及び陸域を温暖化させて

きたことは疑う余地がない」（甲Ｂ４・４頁）と断定され、既に観測

された影響として、熱波、大雨、干ばつ、熱帯低気圧の強度増加を挙

げ、これらが人間活動に起因する気候変動に帰属することが確認され

ている（図ＳＰＭ．２。甲Ｂ１４７）。日本においても、熱中症によ

る死亡者数の増加、豪雨災害の激甚化は既に現実に生じている事象で

あり、将来の抽象的可能性ではなく、現在進行形の具体的危険であ

る。 

さらに、同報告書は、１．５℃の気温上昇でさえ「複合的なリスク

を引き起こす」と警告し、現在の政策では２１００年までに約２．

７℃の上昇が見込まれることを示している。原告らが若年世代である

ことに鑑みれば、原告らの生涯において気候変動による重大な被害が

現実化することは、科学的に「確信度が高い」と評価されているので

あり、これを「抽象的可能性」と矮小化することは、ＩＰＣＣ報告書

の知見を無視するものである。 

ウ 神戸地裁判決について 

被告らは、神戸石炭訴訟第一審判決（神戸地判令和５年３月２０

日）および同控訴審判決を援用するが、同判決は以下の点で本件と事

案を異にする。 

第一に、同判決は個別の石炭火力発電所の建設・稼働差止めを求め

た事案であり、電力セクター全体の大規模排出事業者１０社に対する

排出削減を求める本件とは請求の性質が異なる。第二に、同判決後の

２０２４（令和６）年７月、ＩＣＪは気候変動に関する勧告的意見を

示し、気候系の保護が国際法上の義務であることを明確にした。これ
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は、同事件口頭弁論終結時には存在しなかった重要な国際法上の発展

である。第三に、刻々と科学的知見は深化しており、気候変動と人権

侵害の因果関係はより一層明確になっている。したがって、本件事件

には同判決の射程は及ばない。 

エ 国や被告らの取組みについて 

被告らは、国際的枠組みや国内政策、被告ら自身の取組みが進んで

いることをもって「具体的危険がない」と主張する。 

しかし、上記第３で述べたとおり、被告らを含む日本の電力セクタ

ーの排出削減は、１．５℃目標と整合するＣＯ₂削減水準（２０１９

年を基準として、少なくとも、２０３０年までに４８％以上、２０３

５年までに６５％以上の削減）に遠く及んでいない。被告らが掲げる

目標や取組みが科学的知見に基づく必要削減量を大幅に下回っている

以上、それらの存在をもって「具体的危険がない」ということはでき

ない。むしろ、被告らの現在の排出行為と不十分な削減計画こそが、

被告らの義務に違反し、原告らの権利侵害の具体的危険を生じさせて

いるのである。 

５ 被告らのＣＯ₂排出量に、原告ら個々人に生ずるおそれのある被害を帰

責できるだけの関連性が認められること（主張④への反論） 

⑴ 被告らの主張 

被告らは、被告ＪＥＲＡの発電事業に伴う二酸化炭素の排出量が占め

る量は世界全体のわずか約０．３７％、被告８社は０．９１％、被告神

戸製鋼所は０．０６％であり、このような「わずかな寄与」では原告ら

個人への被害を帰責できる関連性がないこと、ＣＯ₂排出と被害との因

果関係は地球全体の排出総体と被害総体との間に存するものであり特定

の排出源に帰責できないこと、排出削減方法の選択・決定は政策的観点

から民主制の過程によって行われるべきであり、裁判所が特定の排出源
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を帰責対象として選択・特定することはできないこと、大気汚染物質に

よる健康被害とは異なり直接的な条件関係がないことを主張する（被告

ＪＥＲＡ準備書面（１）二第２の２、被告８社第１準備書面第３の２

⑶）。 

⑵ 被告らに対する求釈明 

原告らは、各被告らに対し、①各主張するこれら世界全体に占める

ＣＯ₂排出量の割合の計算根拠を明らかにすることを求める。また、②

ＪＥＲＡについては何に対する割合かが示されておらず、この点も明

らかにされたい。③被告ＪＥＲＡ及び被告８社は、世界の排出量に対

する累積排出量の割合も計算根拠とともに明らかにされたい。 

⑶   事実的因果関係について 

ア ＩＣＪ勧告的意見における因果関係の整理 

ＩＣＪは、因果関係には、第１に「特定の気候現象または傾向が人

為的な気候変動に起因するかどうか」と、第２に「気候変動によって

引き起こされた損害が、どの程度、特定の国家または国家グループに

帰属させられるか」の二つの異なる要素があると指摘している。その

うち、第１の要素は、「人為的なＧＨＧ排出の結果、気候システムお

よび環境のその他の部分に重大な損害が生じたことは科学的に確立さ

れて」おり（４３７）、多くの場合、科学に依拠することで対処でき

る事実的因果関係である。 

イ ＲＷＥ事件における事実的因果関係についての判断  

 ペルー農夫で山岳ガイドであるＬｌｉｕｙａ氏によるＲＷＥ社に

対する事件（２０２０年５月にハム上級裁判所判決(甲Ａ２９の１な

いし２９の３）では、ＲＷＥのＣＯ₂排出と洪水の危険性の増大との

間の条件関係の存在を認め、被告による「被告の排出は原告の土地
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6
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への具体的な危険をかなりの程度、引き起こすとはいえない」との

主張を退けた（甲Ａ２９の３・３２～３３頁）。 

ハム上級裁判所は、前記の第２の要素について、「原告が主張する物

理的な因果の連鎖に照らせば、間接的なものにはとどまらない直接的

な侵害が認められる」とした。なぜなら、被害が「被告によってもた

らされた過程は、ほとんど直線的に自然科学的な法則に基づき進んで

行くからである」とその理由を述べている（甲Ａ２９の３・３５頁）。 

まず、被告のＣＯ₂排出と氷河の融解、洪水の危険性との間の「物

理的な因果の連鎖に照らせば、間接的なものにはとどまらない直接

的な侵害が認められるとして、ハム上級裁判所は、「なぜなら、被告

によってもたらされた過程は、ほとんど直線的（ｎａｈｅｚｕ ｌ

ｉｎｅａｒ）に自然科学的な法則に基づき進んで行くからである」

としたうえで、原告の主張、即ち、「被告の発電所が排出したＣＯ₂

は大気中に上がり、物理的及び化学的な法則に従ってすべての地球

大気の温室効果ガスの濃度を増加させる。温室効果ガス分子の濃密

化は、地球の熱放出を減少させ、地球の気温の上昇をもたらす。そ

れによって地域的にもたらされる気温の上昇は、岩盤と氷の崩壊の

危険を増大させ、パルカコシャ氷河の融解を加速させ、パルカコシ

ャ湖の水量が増加する。氷河湖の水位の上昇によって、場合によっ

ては氷と岩の崩落と相まって、谷側の堰が湖水ないし崩落がもたら

す膨張波をとどめられない危険性が高まる。氷河湖の決壊が堰を越

える洪水、またはグランドモレーン壁及び／又は人工堰の決壊とい

う形で起き、谷に水が流入し原告の土地が洪水になる。」との関係を

確認した。 

さらに、「ここでは、被告の行為は長い因果の過程の始まりにあ

り、最後は氷河湖の決壊という自然現象、いわゆるＧＬＯＦに行き

着くが、被告は自らの行為によって原告の所有物の侵害の危険を直
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接引き起こしている。この「最後の」自然現象は偶然に起きるもの

ではなく、気候物理学の法則によって予測できる。被告が大気中へ

のＣＯ₂の排出により介入するため、原告の主張事実を前提とすれ

ば、まさにそれによって因果連鎖の個々の過程が起こる。それはほ

とんど直線的で、偶然に左右されず、物理的に算定可能である。第

三者がこうした原因の連鎖に介入することはない。偶然に起こる他

の過程や相互作用も必要としない。」と述べ、「被告は原告の主張を

争い、物理的な過程は本質的に複雑で偶然に左右されるとしている

が、」「こうした事情は原告主張の根拠性についての審査（Ｓｃｈｌü

ｓｓｉｇｋｅｉｔｓｐｒüｆｕｎｇ）という範囲内で原告の主張を基

礎とすることに影響を及ぼさない。」とした（甲Ａ２９の３・３５

頁）。 

 

 

図 事実的因果関係 

 

ウ 本件における事実的因果関係 

上記のとおり、RWE の事案では事実的因果関係は争う余地はなく、

明白であるとされた。 

本件においても、ＩＰＣＣの報告で確認されているとおり、被告ら

のＣＯ₂排出によって大気中のＣＯ₂濃度がその分高まり、地球の平均

気温を上昇させ、熱波や豪雨など極端な気象現象を生じさせ、健康や

生命にさえも影響を及ぼす。この関係は今日争いの余地がない。 

⑷  帰責寄与度の評価 
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ア 前項第２の要素についても、ハム上級裁判所はＲＷＥの歴史的排

出量が世界の０．３８％を占めることについてその帰責寄与は他と

の比較でみるべきとして、因果関係への寄与を認めた。 

ハム上級裁判所は「多重因果的な責任のシナリオ

（multikausalen Haftungsszenarien）では、常に比較の観点が必

要になる。かなりの程度に関する基準になるのは、原因寄与

（Verursachungsbeitrag）の単なる大きさ――例えば５％とか１

０％――ではなく、他の原因寄与との比較における大きさである。

さまざまな因果的寄与（Kausalbeiträge）を比較することで、どの

因果的寄与がリスクをかなりの程度高めたのか、すなわち他との比

較でどの因果的寄与が重要であり、どれがそうでないのかを選り分

けることができる。」とした。そして、「比較という観点からすれば

産業活動によるＣＯ₂排出に占める被告の割合である０．３８％

も、全ての排出に占める割合である０．２４％弱も小さいものとは

言えない。」「世界の最大級の排出者らの原因寄与は、全排出の３．

６％より少ない範囲で変動している。原告が引用する世界の大排出

者８１（……）のなかで被告は２３番目とされている。」「被告の割

合は世界の大排出者の原因寄与度の約１０分の１を占めている。」

と認定し、「被告のＣＯ₂の年間排出量の絶対値に鑑みても、かなり

の程度とは言えないようなリスクの増加に過ぎない、とは言えな

い」と述べて因果関係における帰責性の要件を満たすとした（甲Ａ

２９の３・３３頁）。このように、今日のアトリビューションサイ

エンスによって侵害寄与度は算定できる時代になっている。 

イ 被告ら１０社の排出量の帰責寄度 

被告ら１０社は、自らの排出量が世界全体の「わずか」な割合で

あることを強調するが、ＲＷＥ事件に関する上記ハム上級裁判所の

判断に照らせば、この主張は失当である。 
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被告ＪＥＲＡは自身の０．３７％と主張している。これが累積的

排出量についてであれば、十分に帰責性が認められることになる。

ｍた、被告ら１０社の排出量を合算すれば、日本全体のエネルギー

起源ＣきＯ₂排出量の約３分の１を占める。これは、世界の大排出

者との比較においても相当な規模である。また、被告らは日本の電

力セクターを代表する事業者であり、ＩＰＣＣ及びＩＥＡが「最初

に脱炭素化すべきセクター」と位置付ける分野において、大量のＣ

Ｏ₂を排出し続けている。被告らの排出が「わずか」であるという

評価は、気候変動対策における電力セクターの中心的役割を無視す

るものである。 

さらに、被告ら自身が認めるとおり、被告ら１０社を合算すれば

世界全体の約１％を占めることになる。ＲＷＥ事件で０．３８％が

「小さいものとはいえない」と判断されたことに照らせば、被告ら

１０社の合計１％という排出量は、明らかに帰責性を肯定するに足

りる規模である。なお、この点については被告らの求釈明への回答

を待って、最新の科学によってその帰責寄与の程度を明らかにする

予定である。 

 

６ ＣＯ₂それ自体の有害性ではなく、その蓄積による気候系への危害が問

題であること（主張⑤への反論） 

⑴ 被告らの主張 

被告ＪＥＲＡは、「二酸化炭素は、それ自体が人体に悪影響を及ぼす

ものではなく、本来的に有害物質とはいえない」とし、水俣病等の公害

訴訟における有害物質と「同列に並べて論じることができない」と主張

する（被告ＪＥＲＡ準備書面（３）１４頁）。被告８社も同旨の主張を

し（被告８社第４準備書面１８頁）、被告神戸製鋼所も「それ自体が健
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康に悪影響を与えるような有害物質ではなく、あらゆる経済活動に伴う

ものである」とする（被告神戸製鋼所準備書面（４）７頁）。 

⑵ 気候変動被害の因果構造について 

ア ＩＣＪ勧告的意見における認定 

ＩＣＪ勧告的意見は、気候変動による被害の因果構造について、

「大気中の温室効果ガス（ＧＨＧ）の『蓄積』が気候システム及び環

境のその他の部分に対し重大な危害を引き起こしている」ことを認定

した（２７８）。同意見はまた、重大な環境損害は、国家及び非国家

主体による複数の活動の累積的影響からも生じ得る旨判示している

（２７６）。 

すなわち、気候変動被害の本質は、ＣＯ₂分子それ自体の毒性では

なく、大気中への蓄積による気候系への影響にある。被告らは、この

因果構造を無視し、議論を「有害物質か否か」にすり替えようとして

いるが、これは気候変動問題の本質に対する理解を欠くものである。 

イ ＲＷＥ訴訟における判断 

ＲＷＥ事件において、ドイツ・ハム上級裁判所は、被告ＲＷＥ社の

「ＣＯ₂分子自体には害がない」との主張を退け、「排出そのものに害

がないとしても、その種類と量が近隣に危険又はかなりの不利益をも

たらすことに適している場合は本質的な侵害となる」と判示した（甲

Ａ２９の３・４４頁）。また、「ここで問われているのは、妨害行為

の違法性――いわゆる行為の不法(Handlungsunrecht)――ではな

く、引き起こされた結果が法的秩序に反するか否か――いわゆる結果

の不法(Erfolgsunrecht)――である」として、ＣＯ₂排出と気候変動

被害との因果関係を認定した（同４０頁）。 

被告らの排出するＣＯ₂は、大気中に蓄積し、気候変動を通じて、

原告らの生命・健康・生活環境に被害をもたらしている。この因果関
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係は、ＣＯ₂分子それ自体が人体に直接害を及ぼすか否かとは次元の

異なる問題である。 

⑶ 被告らの主張の不当性 

被告らの主張は、従来型の公害（大気汚染や水質汚濁）における「有

害物質→人体への直接影響」という枠組みに議論を限定し、気候変動の

「排出→蓄積→気候系への損害→人体・生活への被害」という因果構造

を意図的に無視しようとするものである。 

しかし、日本法上も、ＣＯ₂は地球温暖化対策推進法や気候変動適応

法等により法的規制の対象として明確に位置付けられており、その排出

による地球温暖化が人の健康・生活環境に影響を与えることは立法者に

よっても認識されている。「有害物質ではない」という主張は、この法

体系の存在を無視するものである。 

被告らが、このような主張によって排出行為に問題がないと主張する

ものであるとすれば、それは不当であるだけでなく、気候変動への基本

的理解を欠くものであり、また、削減義務を認識せずその意思もないこ

とを自ら認めるものといえよう。 

 

７ 気候変動による被害に基づく排出削減義務違反の有無の判断はまさに司

法の役割であること（主張⑥への反論） 

⑴ 被告らの主張 

被告８社は、「ＣＯ₂排出削減方法の選択・決定は、政策的観点から民

主制の過程によって行われるべきものであり、多様な排出源のうち特定

のものを、原告ら個々人に生じるおそれのある被害を帰責させる対象と

して選択・特定することはできない」と主張する（被告８社第４準備書

面２０頁）。被告ＪＥＲＡも、「気候変動対策は高度に政策的な配慮の下
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で行われるべきものであり、その中で個別の事業者が果たすべき役割を

決定することは、日本の裁判所（司法）の役割とは明らかにその性質を

異にしている」と主張する（被告ＪＥＲＡ準備書面（３）１４頁）。 

⑵ 被告らの主張が失当であること 

ア 権利・法益侵害の有無の判断は司法の役割であること 

被告らの主張は、政策決定の領域と権利侵害の救済の領域を混同す

るものである。確かに、国のエネルギー政策全体の策定や、排出削減

のための具体的措置の選択の中には、立法府・行政府の政策的判断に

委ねられる領域もある。しかし、特定の行為が他者の権利又は法律上

保護される利益を侵害するか否かを判断し、違法な侵害に対して救済

を与えることは、まさに司法の本来的役割である。 

原告らが求めているのは、国のエネルギー政策の変更というより

も、被告らの排出行為が原告らの権利・法益を侵害することについて

の司法判断と、その侵害の差止めである。このような判断は、政策決

定とは次元の異なる、司法固有の権限に属する事項である。 

イ 比較法上の先例 

このような主張に対しては、既に複数の外国判決が明確な判断を示

している。 

Ｕｒｇｅｎｄａ事件に関するオランダ最高裁判決（甲Ａ８）は、

「オランダの憲法制度上、温室効果ガス排出削減についての意思決定

は政府と議会の権限である。これらの機関は、必要な政治的決定を行

うにあたっての、広範な裁量権を有している。」としつつ、「政府およ

び議会がこの裁量権を、彼らを拘束する法律の範囲内において行使し

たか否かについて判断するのは、裁判所である。」（８．３．２、３９

～４０頁）と判示し、国の気候変動対策が法的義務に適合しているか

を審査することは司法の正当な権限であることを確認した。同判決
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は、削減目標を達成するための具体的措置の選択は国に委ねつつも、

最低限の削減義務の存在を認定した。 

Ｋｌｉｍａａｔｚａａｋ事件に関するベルギー・ブリュッセル控訴

裁判所判決（２０２３年）も、「裁判所が、その文脈（前述の意味に

おいて）において、国際法の規範が定める最低限の要件を尊重するこ

とに限定し、そのような規範がない場合には、科学的・政治的コンセ

ンサスのあるデータに基づいて最低限の要件を決定することに限定す

れば、裁判所は三権分立の原則に違反しない」と判示した（２２

７）。 

ウ ＩＣＪ勧告的意見における判断 

ＩＣＪ勧告的意見（２０２５年）は、気候系を保護する義務におけ

るＮＤＣの策定およびその実現のための措置は国の完全な裁量に委ね

られているのではなく、「厳格なデューデリジェンスに基づく注意義

務」が課されていることを明らかにした（１３２、１４４）。同意見

は、国家がこの義務を履行しているか否かの判断は、まさに司法の責

任であることを示している。 

⑶ 本件における司法の役割 

本件において原告らが求めているのは、エネルギー政策全体の策定や

排出削減の具体的方法の決定というよりも、科学的知見と国際的コンセ

ンサスに基づく最低限の削減水準を基準として、被告らの排出行為がそ

の水準を超えて原告らの権利を侵害することの差止めである。 

削減目標を達成するための具体的措置（発電方法の転換、再生可能エ

ネルギーへの投資、効率改善等）の選択は被告らに委ねられており、原

告らの請求は被告らの経営判断の自由を全て否定するものではない。原

告らが求めているのは、いわば排出量の「上限」の設定であり、その上

限内でいかなる措置を講じるかは被告らの裁量に属する。 
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⑷ 小括 

被告らの「政治領域論」は、政策決定の領域と権利侵害の救済の領域

を意図的に混同し、司法による権利救済を否定しようとするものであ

り、失当である。 

特定の行為が他者の権利を侵害するか否かを判断し、違法な侵害に対

して救済を与えることは、三権分立の下における司法の本来的役割であ

る。立法府や行政府による政策決定が不十分であるために人権侵害が生

じている場合に、その侵害からの救済を求める市民に対し、「それは政

治の領域である」として司法が救済を拒否することは、司法の責務の放

棄に他ならない。 

オランダ最高裁判決、ベルギー控訴裁判所判決、欧州人権裁判所大法

廷判決（ＫｌｉｍａＳｅｎｉｏｒｉｎｎｅｎ判決。甲Ａ１８の１、同１

８の２）、ＩＣＪ勧告的意見等、国際的な司法機関・各国裁判所は、い

ずれも気候変動に関する権利侵害について司法が判断を下す権限と責任

を有することを確認している。日本の裁判所もまた、この責任から逃れ

ることはできない。 

以上  




